
 

 

本庁舎等整備基本設計方針（案）に対する意見等について（概要） 

 

１ 意見提出状況 

（１）意見提出人数 ９８人 

①第１回リング会議（５月１３日、委員２０名、傍聴者２９名） ３８人 

②近隣説明会（６月２日、参加者数１５名）           ５人 

③区民説明会（６月３日、参加者数３７名）          ２３人 

④情報発信の場「Info-Ba(場)」（６月８日まで）         ３２人 

 

（２）意見総件数 ２５８件 

①第１回リング会議                    １２１件 

②近隣説明会                         ９件 

③区民説明会                        ６９件 

④情報発信の場「Info-Ba(場)」                ５９件 

 

２ 内訳 

分類 

①第１回 

リング会

議 

②近隣 

説明会 

③区民 

説明会 

④情報発信の

場「 Info-Ba

（場）」 

合計 

検討の経緯 １  ５ ２ ８ 

基本的方針・基本設計の基本的な考え方  １  ２ ３ 

規模 １２ １ １５ ３ ３１ 

配置と構成 ２９ ２ １２ １１ ５４ 

基本的方針１「区民自治と協働・交流の

拠点としての庁舎」 

１６ １ １５ ７ ３９ 

基本的方針２「区民の安全・安心を支え

る防災拠点となる庁舎」 

４  ２ １ ７ 

基本的方針３「すべての人にわかりやす

く利用しやすい、人にやさしい庁舎」 

５  ３ ２ １０ 

基本的方針４「機能的・効率的で柔軟性

の高い庁舎」 

１   ４ ５ 

基本的方針５「環境と調和し環境負荷の

少ない持続可能な庁舎」 

１４ ３ ２ １ ２０ 

各棟、各階の機能ごとの部署の配置方針 ２  １ ６ ９ 

世田谷区民会館の整備方針 ７  ２ ３ １２ 

建設手順 １  ２  ３ 

今後の課題 ３   １ ４ 

今後の進め方 ２６ １ ７ ８ ４２ 

その他   ３ ８ １１ 

合計 １２１ ９ ６９ ５９ ２５８ 
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本庁舎等整備基本設計方針（案）に対する意見・提案等と区の考え方 

 

【凡例】リング ：第１回リング会議 

    近隣  ：近隣説明会 

    区民  ：区民説明会 

    インフォ：情報発信の場「Info-Ba(場)」 

 

○検討の経緯（８件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

既存建物は増改築を繰り返し問題点、不

安定な面が多いので、まず整理をし、共

有することが必要である。 

 

 

 

 

平成２８年１２月に区の設計要件として

策定した世田谷区本庁舎等整備基本構想

（以下、「基本構想」という。）において、

現庁舎等の課題と整備の必要性について

まとめました。これを策定するにあたり、

この課題点も含め、パブリックコメント

や区民説明会、意見交換会を実施し、964

件のご意見をいただいております。引き

続き、課題とされた「災害対策の拠点と

しての機能強化」「区民サービスの充実、

効率的事務執行を実現するスペースの拡

充」「施設や設備の環境性能等の機能強

化」「区民交流・区民参加の機能を高める

スペースの拡充」の４点の解決を図るた

め、本庁舎等整備を進めてまいります。 

２
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

現在の区役所は入りやすく親しみやすく

区民みんなのものという雰囲気があり好

きです。耐震などの面で建て替えが必要

ならば、一部でも保存するＦ案が一番よ

いです。今の建物の中で一番区役所らし

いのが第一庁舎と区民会館でその 2 つを

保存し、ケヤキ広場の雰囲気が残るから

です。ケヤキ広場のまわりが高い建物に

なると圧迫感があり今の親しみやすい雰

囲気は著しく減退してしまいます。是非

Ｆ案で建て替えるよう希望します。 

どこにでもあるような高い建物は世田谷

らしくありません。“ここ”が私たちの区

役所と思える今の建物のその雰囲気を大

切にしていきたいと思います。 

世田谷区では平成１６年度以降における

本庁舎等整備検討の経緯をふまえ、平成

２８年４月からは、区民、学識経験者よ

り構成される、本庁舎等整備基本構想検

討委員会を設置し、議論を重ね、その報

告書をもとに「本庁舎等整備基本構想（素

案）」（以下「基本構想素案」という。）を

作成しました。その後、基本構想素案の

パブリックコメントの実施結果を踏ま

え、区として求める機能や規模等の設計

要件を基本構想にまとめました。 

この基本構想に基づき、平成２９年度に

実施した世田谷区本庁舎等設計者業務委

託公募型プロポーザルにおいて、本庁舎

等設計者審査委員会で公平、公正かつ慎
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３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

愚策！区長の暴走！！ 

 

なぜ建て替えで今と同じ分散庁舎にする

のか理解できない。 

区役所は美術館ではない。 

貴重とされるものは別の方法で保存すれ

ばいい。 

「上下移動が少ない」→横移動、すなわ

ち高齢者や、体の不自由な方のことを何

も考えていない。 

 

熊本時代の案の方がよい 

佐藤総合計画ばかりの仕事もかなりあや

しい疑惑あり！！ 

重に審査いただき、株式会社佐藤総合計

画が最優秀者に選定され、契約を締結し

ました。（審査結果報告書を区ＨＰに掲載

していますので、詳しくはそちらをご覧

ください。） 

区は、最優秀者に選定された株式会社佐

藤総合計画のプロポーザル時の提案内容

において、特に審査委員会の審査講評で

高く評価された「分棟型の建物を繋ぐ「世

田谷リング」というコンセプトによって

全体として一体感をもたせ、各施設の機

能的な連携を図るとともに、来庁者にと

ってもわかりやすい構成とする」「シンプ

ルかつ効率的な配置計画とし、執務空間

を低層に配置し、将来の変化にも対応し

やすいフロア構成とする」「外壁の構成な

ど建築上の工夫によるエネルギー消費量

の低減や、中間期における自然換気シス

テムなど自然エネルギーの活用により、

環境負荷が最小となる庁舎とする」「区民

会館ホールを保存・再生し、東側道路か

らのアプローチや広場の構成を含めて、

現庁舎等の空間特質の特徴を継承する」

の４つの考え方を基本に、世田谷区本庁

舎等整備基本設計方針（案）（以下、「基

本設計方針（案）」という。）としてまと

めております。今後、これを方針とし、

方針をもとに基本設計を進めていまいり

ます。 

 

４
（
区
民
） 

６ 継承すべき空間特質について 

 この点も説明会当日に質問させていた

だきましたが、東側の敷地の計画は、区

民に長い間親しまれてきた空間の特質を

如何に継承するかという重要なテーマが

あります。勿論全体的なバランスを図ら

ねばなりませんが。 

 佐藤総合計画にはそれを提案する気が

あるのかはなはだ疑問です。設計責任者

の●●氏の説明会での回答は説得力のあ

るものではありませんでした。第一本庁

舎、区民会館の耐震性についての対応は

技術的に可能ですので、設計者の最大の

問題は、大きすぎる建物要求面積にある

と思います。 

 駐車場、執務室等の床面積の再検討や

世田谷総合支所の移転により、建物規模

を 10,000 ㎡程度縮小することは、非現

実的な問題ではありません。本来であれ

ば、設計者が設計上の工夫や行政システ

ム上の提案などで、理想とすべき建築を

示すべきで、それが可能な設計者を選ぶ

のが本来のプロポーザルのはずです。(建

築家不在の審査委員会には無理だったか

もしれませんが)。それを行う力量のある

設計者の提案は F 案のみで、区民のアン

ケートでもF案が一番支持を集めていま
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した。 

 今の「リング計画」を形にした建物は、

区民の支持を得られるものにならないの

ではと危惧されます。今からでも遅くは

ないので、全体面積の調整を行い、第一

本庁舎、区民会館も含め、今ある空間特

質を継承できる庁舎整備ができる条件

を、佐藤総合計画に与えるべきだと思い

ますし、それを強く希望します。 

 何よりも、区庁舎の改築計画について

区民に分かるように堂々と告知していた

だきたいと思います。 

それでこそ区民の支持が得られる区庁舎

等の整備が可能になり、行政も区長も区

民から支持が得られるものと考えます。 

５
（
区
民
） 

私は前川國男建築を残したいという気持

ちがいっぱいです。簡単に壊してしまう

ようなことのないように、これは世田谷

区の大きな財産であり資産です。これを

残して、ここからいかに資産を得るかと

いうことをもっと考えるべきだと思いま

す。 

６
（
区
民
） 

あちこちに前川建築は残っているが、見

学とかどういうふうに残して、前にあっ

たところをどうして壊したかというよう

なことを研究に行った方があれば、どこ

とどことをご覧になって、どういうふう

に残して、意義があるとか、残さなくて

もいいなとかいろいろ御意見があるかと

思うが、ちょっと聞かせてください。 

７
（
区
民
） 

公開プレゼンテーションのときに、第１

庁舎についても保存の可能性はある、そ

ういうものは検討するんだというお話で

した。第１庁舎も含めた計画案について

検討されているのか。 

 

「基本構想」では、空間特質の継承とし

て、「５０年以上区民に親しまれてきた本

庁舎、区民会館、広場等の空間特質をで

きるだけ継承する計画とする。さらに、

本庁舎等の課題を踏まえ、求められる機

能、規模の確保と最も合理的な事業計画

（コスト削減、工期短縮等）が可能であ

れば、現庁舎等の活用も考慮する。」とし

ており、これを区の設計要件としてプロ

ポーザルを実施し、本庁舎等設計者審査

委員会で公平、公正かつ慎重に審査いた

８
（
区
民
） 

佐藤総合計画が返答の中で第一庁舎の耐

震設計はできないような旨の発言をして

いたが、その根拠を科学的にお示しくだ

さい。 
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 だき、株式会社佐藤総合計画が最優秀者

に選定されました。 

プロポーザルの審査結果報告書でも、空

間特質の継承について、「区民ホールを保

存する考え方を示し、東側道路からのア

プローチや広場の構成を含めて、現庁舎

等の特徴をよく咀嚼した提案となってい

る。」とされており、世田谷区としても、

審査委員会の審査講評で高く評価され

た、「分棟型の建物を繋ぐ「世田谷リング」

というコンセプトによって全体として一

体感をもたせ、各施設の機能的な連携を

図るとともに、来庁者にとってもわかり

やすい構成とする。」、「シンプルかつ効率

的な配置計画とし、執務空間を低層に配

置し、将来の変化にも対応しやすいフロ

ア構成とする。」、「外壁の構成など建築上

のエネルギー消費量の低減や、中間期に

おける自然換気システムなど自然エネル

ギーの活用により、環境負荷が最小とな

る庁舎とする。」、「区民会館ホールを保

存・再生し、東側からのアプローチや広

場の構成を含めて、現庁舎等の空間特質

の特徴を継承する。」といった点を基本設

計の基本的な考え方とすることとしまし

た。 

なお、佐藤総合計画としても、庁舎を残

すこと自体は、技術的には可能であるが、

例えば第１庁舎を残そうとすると、日影

規制で既存不適格の部分を減築する必要

があり、必要な規模を西側敷地で補おう

とすると、日影規制や工期の問題で物理

的に残すことは難しいと考え、現本庁舎

における課題や問題点を解決するため

に、区民会館ホールを除き、新築すると

いう判断になったということです。 
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○基本的方針・基本設計の基本的な考え方（３件） 

 

  

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

９
（
近
隣
） 

新たに「リング」を設置するとのことだ

が、形状も三角形であり、「リング」とい

う語感で、良いイメージを持たせようと

しているように感じる。リングが存在す

ることの意義は何か。 

リングについては、分棟型の建物を繋ぐ

「世田谷リング」というコンセプトによ

って全体として一体感をもたせ、各施設

の機能的な連携を図るとともに、来庁者

にとってもわかりやすい構成としていま

す。 

２階テラスは、１階広場とともに区民に

開かれた外部空間を立体的に構成し、広

場の多様な利用を可能にするとともに、

庁舎全体を有機的に繋ぎます。また、散

歩や休憩スポット、各種イベントの場と

して利用でき、テラスの軒下は日影や雨

よけの憩いの場として日常に利用できる

など、活気あふれる広場空間の一部を形

成します。災害時には、テラス下等の半

屋外空間を有効活用します。 

１
０
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

古い建築物を残すとのことですが、後何

年もつ建築物なのか 

 

 

 

 

「基本設計方針（案）」P5 に記載のとお

り、現在の本庁舎は、建築後５０年近く

経過しており、区民サービス、災害対策、

環境対応等で様々な課題や問題点が明ら

かになっています。 

一般的に鉄筋コンクリートの建物の耐用

年数は６５年と言われていますが、躯体

の状態や施設機能等にもよるため、築年

数だけで耐用年数に達したと判断できま

せん。区民会館ホールのコンクリート強

度は、現在も十分確保されていることが

確認されており、長寿命化は可能と考え

ています。世田谷区として、本庁機能に

ついては、災害時対応を含め、将来に向

け様々な責務に確実に対応できる体制を

確保できるように本庁舎等を整備してい

きます。 

１
１
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

あと何年残す為に、イビツな形の建物を

残すのか？ 
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○規模（３１件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
２
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

世田谷区本庁舎等整備基本設計方針（素

案）についての意見 

 

１ 保健所等施設の集約化について 

保健所施設（試験検査機能を含む）は、

感染症対策も行う。危機管理の視点から

感染症対策の拡大防止策上、不特定多数

が利用する施設とは併設しないで、原則

単独施設が望ましいと考え慎重に検討す

べきである。 

 方針（素案）にある様に集約施設にす

る場合は、 

ア. 保健所施設の位置は、他の部署を通

過することなく、避難階から直接の出入

り口を設ける位置とする。独立性を確保

するため他の部署とは躯体による界壁を

設け、他部署との連絡口は危機管理の際

には閉鎖できるようにする。 

イ. 空調等の設備機器類については、保

健所施設で完結し他の部署とは絶縁す

る。 

ウ. 保健所施設出入口直近に救急車両用

の駐車場スペース、万一の場合を考慮し

感染症対策用の屋外テントが設置できる

スペースを確保するなど関係者と充分検

討し進めていく必要があると考える。 

保健所の一部機能については、「基本構

想」において、借り上げ施設であること

から、新庁舎への集約も視野に検討する

こととしております。この集約化により、

保健所として一体的な運営を図ることに

より、保健所内及び他領域との連携が図

れ、より迅速な対応ができ、区民の方の

利便性も向上することから、本庁舎等の

整備に合わせ集約することとしたもので

す。 

保健所につきましては、基本設計方針

（案）において、西３期棟地下１階とし

独立した出入りを可能としております

が、いただいたご意見の点にも十分配慮

しつつ、基本設計を進めてまいります。 

１
３
（
区
民
） 

集中がいいか分散がいいか、三茶との関

係も含めて長い議論があって現在に至っ

ていると思うが、そこのおさらいを少し

お願いしたい。 

 

 

世田谷区は、福祉やまちづくりなど、他

都市に先駆けて様々な先進的な取組みを

進めてきました。特に、大都市でありな

がら、地域内分権を推し進めている世田

谷区独自の地域行政制度は、区民に身近

な地区・地域において、区民主体のまち

づくりを展開しており、今後とも、事務

事業については地区・地域が担うことを

基本に、地域行政の理念の実現を目指し

ていきます。 

世田谷総合支所については、区民の利便

性の観点から、交通至便な三軒茶屋を候

補地として、移転整備に向けて、適地を

１
４
（
区
民
） 

区民の一番のサービスは５支所に世田谷

のいろいろな行政機能を充実させてく

れ、それが地域にとっての最大のサービ

スだという意見が大多数だったはずでは

ないか。 
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１
５
（
区
民
） 

４ 世田谷総合支所について 

 本庁舎等整備計画での大きなネック

は、世田谷総合支所の現位置建て替えに

あると考えられます。建設業界紙では

NTT との共同開発で三軒茶屋に区の施

設ができると報道されていましたが、な

ぜそれが出来なかったのか区民に何の説

明もありません。 

 区民の利便性を考えれば、行政窓口は

三軒茶屋に置くべきことは誰も異論のな

いところだと思います。公民館としての

ホールは現位置のものを使用し、窓口機

能は全面的に三軒茶屋に移すべきと考え

ます。 

 区としては多少不便かもしれませんが

管理機能や倉庫などは現位置に残し、形

式的に総合支所は現位置としながら、窓

口など実質的に三軒茶屋に移る方法もあ

るのではないでしょうか。もちろん全面

的に三軒茶屋に移転するのがベストです

が。 

 世田谷総合支所の実質的移転で、西側

住民の方々に対しても相当程度配慮した

計画が可能と考えられます。 

有する事業者と協議を重ねましたが、そ

の実現には、コストや規模、人員面、で

課題が大きいことから、現在の本庁舎敷

地内に整備することとし、整備にあたっ

ては、世田谷総合支所機能の独立性や支

所としての一体性に十分に配慮すること

としました。 

１
６
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

東側の建物は５階建て、１０階建てでボ

リュームがあり過ぎる。西棟の世田谷総

合支所を本庁舎外に移すことで、東側の

建物の負担が軽減されるのではないか。 

 

 

１
７
（
区
民
） 

本庁舎と総合支所の職員の配分比率、床

面積の比率、それとほぼ比例するのかも

しれませんが、杉並区には６つの区民事

務所というのがあります。渋谷区にもそ

ういうのがあるし、練馬区にもあると思

う。本庁舎と５つないし６つの支所、区

民事務所、世田谷でいえば総合支所の床

面積、職員数の比率というのがどうなっ

ているのか。 

一概に比較はできませんが、聞き取り調

査ができた17区の平均では本庁舎と支

所等の職員比率は８対２であり、世田谷

区の６対４よりも本庁舎の職員の比率が

高い割合となっています。 
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１
８
（
区
民
） 

本庁舎と支所の職員比率について、他区

（条件が類似）との比較 

 

 

 

 

１
９
（
近
隣
） 

現状では、中央区道の駐車場入口付近で

駐車待ちの渋滞が発生している。来庁者

の駐車場が新たに整備されるとのことだ

が、駐車台数は増加するのか。 

 

来庁者用駐車場については、現在の台数

に加え、混雑時に道路上に並んでいる台

数を目安に８０台としています。また、

現在は、専用スペースを設定していない

来庁者用バイク置き場を、現在の利用状

況を踏まえ３０台分を新たに整備するも

のであります。 

一方、公用車の駐車場は、現状の１７４

台から１４７台に削減します。今後、さ

らにカーシェアリング・レンタカーの手

法により、削減を検討していきます。 

また、職員の通勤手段となっております、

バイク、自転車置き場を必要数整備しま

す。 

２
０
（
区
民
） 

駐車場は何でこんなにたくさん要るの

か。職員が車で出勤する、とんでもない

話です。何で公共機関を使わないのか。 

２
１
（
区
民
） 

２ 駐車場の面積の再検討について 

 「世田谷区本庁舎等整備基本構想」第

6 章３．「(４)駐車場・駐輪場について」

では、「管理方法含めさらに縮減の方向で

検討を進める」こととなっています。 

「基本設計方針（案）」の説明会では、公

用車 174台を147台に縮減とのことです

が、以前(平成 29 年 6 月 16 日)、担当課

長からリースを含めて縮減を検討すると

言う回答をいただいております。説明会

の説明では内訳などが全くわかりませ

ん。 

 「設計の手戻りがないように検討する」

とのお話もありましたが、容積緩和を使

うのであれば将来用途変更ができませ

ん、また、駐車場として計画してしまう

と採光など居室(事務室、会議室など)と

しての条件が良いとは言えません。 

 施設の柔軟な使用方法を確保する点か

らも、敷地条件の弱点をカバーする点か

らも、リースを大幅に採用する等公用駐

車台数を半減させ、地下の面積を居室等

に活用することを要望します。 

 また、職員の駐輪場には駐輪ラックを



9 

 

採用し駐輪場の面積を削減すること、職

員のバイク通勤を禁止しバイク駐車場を

廃止することで、(バイクは自転車と異な

り駐車場に防火設備も必要、面積も広く

必要です)地下の駐車駐輪場面積を半減

させることを要望します。 

２
２
（
区
民
） 

敷地２万平米に７万平米の公共建築物を

建てるというのが、他の区、もしくは同

様の環境状況のもとにある公共建築物、

区役所、杉並区、練馬区とか、そういう

ところの本庁舎の敷地面積と床面積の比

率がどんなふうになっているのか。まさ

に大きいか小さいかという議論は、抽象

的な議論は先ほどもありましたが、数字

としてどうなっているかというのをちょ

っと知りたい。 

世田谷区は平成３年度より、地域行政制

度を創設し、地域住民に密着した地域行

政を推進してまいりました。地域行政制

度における三層構造において、本庁舎は、

区としての政策方針、計画など全区的な

統括を行うことを基本に、集中化による

メリットがある事務など、行政サービス

の実施機関としての機能も担っておりま

す。また、世田谷区民会館は、全区的な

区民交流、イベントの場としての役割を

果たすことが求められており、さらに世

田谷総合支所としての機能も併せ持って

います。さらに、災害時には、本庁舎は

本部長を中心とした災対各部の活動場所

として、揺るぎなく機能する災害対応指

令基地であり、世田谷地域における災対

地域本部の機能も併せ持っています。 

世田谷区として必要な職員数や庁舎の規

模について、人口動向や、地域行政の推

進による減要素と都区制度改革と権限の

移譲による増要素などについて、これま

で議論を重ね、基本設計方針（案）とし

てまとめたところであります。なお、職

員一人当たりの行政機能面積は約 17.7

㎡で他区と比較するとコンパクトな数字

となっています。 

今後、基本設計方針（案）をもとに基本

設計を進めてまいります。 

２
３
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

現状の人口を考慮したら規模は適正だと

思う。 

 

 

 

２
４
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

将来の人口動態を見越した適正な規模に

してほしい。 

 

 

 

２
５
（
リ
ン
グ
） 

 

Communication：職場では隣の席の人に

もメールで コミュニケーションの時代

です。ＡＩも登場します⇒Space の適正

な広さかどうか 

 

２
６
（
リ
ン
グ
） 

 

東南に 10 階が建つと広場の陽当りはど

うなるのでしょう。10 階に展望室を作る

ならば、そのために広場は暗くなってし

まいます。今の陽当りの良い広場が区民

の憩いの場になっていますが…建物の中

での憩い（カフェとか富士山が見える）

より戸外での憩いを求めます。 

⇒全体のボリュームが大きすぎる！こと

が問題だと思います。少子化に向かう時

代に世田谷区の人口が増えたということ
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で 69,000 ㎡→67,000 ㎡→69,000 ㎡にな

りましたが可能な限り面積を減らしてほ

しいです。 

２
７
（
リ
ン
グ
） 

 

区の職員増を前提とした要求床面積を満

たすために東側の建物の一部が 10 階建

てになり、ピロティ上も 5 階建てとなる

ことによる広場面積の縮小と圧迫感が強

まることを懸念しています。69,000 ㎡が

妥当かどうか再検討いただきたい。 

２
８
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

住宅地にこんな大きな建築物が必要でし

ょうか 

 

 

 

 

２
９
（
区
民
） 

３ 床面積の再検討について 

「世田谷区本庁舎等整備基本構想」で庁

舎規模が「確定」しているように見えま

すが、基本構想作成時点では規模を検討

するにあたり「統計的」面積があるだけ

です。基本設計では執務室のレイアウト

などが検討され、より計画が具体的にな

ると思います。プロポーザルの佐藤総合

計画の提案書では、執務室の構成で「行

政機能(会議室・相談室・更衣室など)」

が大変大きくなっているように見受けら

れます。 

 区民の希望としては、あまり会議など

に時間を使ってほしくないところです。

レイアウトの検討、空間の有効活用など

により執務室の縮減を図っていただきた

いと思います。 

 また、倉庫についても紙ベースの仕事

から電子化されたスタイルに変わるでし

ょうから、以前の統計的数字は採用せず、

書類削減見込みと自動管理された立体倉

庫の採用により大幅な面積削減が可能と

考えられます。 

 以上のことから(駐車場および執務室、

倉庫などの合理的な計画)、大幅な面積削

減(10,000 ㎡程度)を要望します。 
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３
０
（
区
民
） 

１人当たり床面積が 17.7 ㎡だという話

がありましたが、他の区役所、杉並、練

馬、渋谷とか、そういうところと比べて、

これはひょっとしたら高いのかもしれな

い。その辺もぜひ教えていただきたい。 

一人あたりの面積は、基本構想策定時（26

年度）の調査結果では、23区平均は 23.5

㎡ですが、世田谷区（約 17.7㎡）に隣接

する渋谷区は 24.9 ㎡（新庁舎規模では

30.2㎡）、大田区 24.8㎡、杉並区は 20.3

㎡となっています。 

 
３
１
（
区
民
） 

１人あたり床面積については（２３区平

均との比較ではなく）個別の区との比較

を示してほしい。 

 

３
２
（
区
民
） 

広場の天空率―他区との比較 

 

 

 

今回、第１回世田谷リング会議でお示し

したテラスから、東側及び南側部分を計

150 ㎡減築しています。広場は、広場に

接する中央の区道を歩行者自転車専用等

とする等により、一体的な利用ができる

ようにし、合わせて約 3,350 ㎡（天空部

分約 2,250 ㎡）を確保します。 

各区の敷地面積に対する広場面積を調査

したところ、広場を有する区役所は一部

（7 区（世田谷区除く））に限られますが、

敷地面積に対する広場面積の割合を算出

すると、平均で 8％となり、世田谷区の

面積約 10.7%（敷地面積約 21.100 ㎡、

天空部分の広場面積約 2.250 ㎡）は他区

平均よりも高い割合となっています。 

３
３
（
区
民
） 

デッキを 150 ㎡削減とのことですが、ど

の部分をどのように削減するのか。 

 

 

３
４
（
リ
ン
グ
） 

 

中央通りが広場化されることによって、

広場の面積は確保されるはずだが、狭い

印象がある。 

 

 

３
５
（
リ
ン
グ
） 

 

デッキによって、広場が狭くならないよ

うにしてほしい。 

 

 

３
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

  

７ 

 

８ 

 

広場が狭く閉鎖的になるように思いま

す。民主主義の象徴・市民のものを、今

のようにオープンで使いやすいようにし

て下さい。 

この意見はこのまま公開してください。

誰がどこで見てどう処理したのかわかる

ようにして下さい。 

３
７
（
リ
ン
グ
） 

 

４ 

 

５ 

    

６ 

  

７ 

 

８ 

  

９ デッキが張り出している印象があり、広

場が狭いという印象を受けた。 
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３
８
（
リ
ン
グ
） 

 

デッキによって、日照が悪くなり、寒く

なったりしないように規模をよく考えて

欲しい。 

 

３
９
（
リ
ン
グ
） 

「リング」？リングが青線のデッキテラ

スで具現されるとすると、リングの面積

が多すぎます。また、東西の”つなぎ“を

縮小して欲しい。 

⇒広場がなくなってしまう 

４
０
（
リ
ン
グ
） 

 

空が見えるのか？抜け感、とても気にな

りました。 

 

 

 

４
１
（
区
民
） 

今の案は、広場の真ん中でリングテラス

があって、区議会棟が 10 階あって、そ

の場合の天空率というのは、比較すると

すれば、現在よりずっと悪化していると

思いますが、天空率がどんなふうに悪化

するのか。本庁舎に附属している広場の

天空率と比較して、世田谷の本庁舎はこ

んなに優れているという数字があれば見

たいし、劣っているという数字でもしよ

うがないから、それはちょっと見せてい

ただきたい。 

 

４
２
（
区
民
） 

広場にどのぐらいの日影が発生するの

か、いわゆる日影図は当然作成されてい

ると思いますから、これをぜひ公開して、

皆さんに提示していただきたい。 
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○配置と構成（５４件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

４
３
（
区
民
） 

床面積／敷地面積の他区との比較、世田

谷区は高度利用推進しない方がよい。法

規則に沿っていれば良いのではなく、全

国のモデルになるような建築物になるこ

とが重要（建築基準法は最低基準）。 

今回、基本設計方針（案）でお示しした

とおり、敷地条件、庁舎の機能・規模、

配置における各要件から、本庁舎等は、

周辺の環境に配慮し、低層から中層の建

物を基本として、東側敷地に本庁舎東棟

（５～１０階）及び区民会館を配置し、

西側敷地に本庁舎西棟（６階）を配置し、

広場を囲む構成としています。必要な規

模を確保するため、周辺への日影等の影

響が少ない東１期棟のみ１０階の計画と

したものです。 

今後とも、区民の利便性や防災性の向上

などを目指し、基本設計を進めてまいり

ます。 

４
４
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

もう少し高層化し、広場を広くしてはい

かがか。 

 

 

 

４
５
（
リ
ン
グ
） 

 

ピロティの広さ確保は良いと思いました

が、議会棟の高さ 10 階で 45ｍの建築物

は圧迫感がありケヤキが保存されなくな

るとすると景観の損失です。建物をセッ

トバックさせて欲しい。 

 

４
６
（
リ
ン
グ
） 

 

10 階：ちょっと残念な高さです。 

 

 

 

 

４
７
（
区
民
） 

10 階建てはあまりにも高過ぎます。事務

室の面積があちこちにあるので、もう少

し工夫していただいて、せいぜい６階止

まりにするように、佐藤総合計画には工

夫をお願いします。 

４
８
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

庁舎に区民が意識できるシンボル的な要

素があるとよいのではないか。 

 

 

 

４
９
（
区
民
） 

本日の説明会で西側の都道補助１５４号

線沿いに区有地があることが初めて明か

された（プリント P７ スライド No13）。

西側からの来庁者入場口の設計計画に、

上記区有地も含めるべきだ。（出来れば民

有地（家屋あり）と等価交換出来れば入

口部の間口が広くなり、地元からの要望

のバス停留地も確保出来る。） 

当該区有地については、庁舎敷地との間

に道路があることから、外構計画の中で

活用を図っていきます。 
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５
０
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

景観的に異様な感じがする 

 

 

基本設計方針（案）では、２階部分にテ

ラスを配置し、１階広場とともに区民に

開かれた外部空間を立体的に構成し、広

場の多様な利用を可能にするとともに、

庁舎全体を有機的に繋ぐ役割としていま

す。 

また、広場やテラスは、散歩や、休憩ス

ポット、各種イベントの場として利用で

き、テラスの軒下は日影や雨よけの憩い

の場として日常的に利用できるなど、活

気あふれる広場空間を形成します。 

さらに、テラスは東西の施設を機能的に

繋ぐ通路として活用できることから、各

部署の配置を進め、区民の利便性の向上

を図っております。 

今後、基本設計を進める中で、建物や広

場とテラスの関係について詳細に検討し

ていきます。 

 

５
１
（
区
民
） 

デッキは全部要らない。世田谷リングと

いうことで、佐藤総合計画さんが考えて

いただいたのはいい着目点だと思います

が、前川國男さんがこの中庭をつくった

ということそのものがもうリングの思想

だと思っています。区民がみんなで集え

る、そういう中庭をつくった、それを大

事にするためには、わざわざデッキは逆

効果である。ないほうがみんなが憩えま

す。 

 そして、あともう１つは、区民会館の

前にカフェをつくるということも、今ち

ょっとはやりだなという感じで、今みた

いに、誰でもお金を使わないで中庭を楽

しめる。ベンチを配置する仕方のデザイ

ンとか、そういうふうなところでもっと

工夫をしていただきたい。どんなにお金

がない若者でも、高齢の年金生活の者で

も使えるという、そういうふうな開かれ

た中庭にしてほしい。 

５
２
（
区
民
） 

    

９ 

 

リング（デッキ）はいらいないという意

見に賛成。この高いところで水害の心配

はほとんどいらないのでは。雨に濡れる

ことも自然と触れ合うこと、地に足つけ

るのが、空間特質の継承につながる。 

５
３
（
区
民
） 

リングに関して沢山の意見が出ていた。

前川建築云々は置いておいても、ここま

でのデッキが必要か疑問に思う。通常、

デッキは交通量の多い場所にかけるもの

だと思うが、車両を制限するのであれば、

グランドレベルに人を下ろした方が魅力

的な場ではないか。一方で、雨天時や夏

の日遮程度の屋根はあるといいと思う。 
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５
４
（
区
民
） 

佐藤総合計画が 2 階デッキは洪水のとき

に避難に役に立つと返答されていたが、

過去に現庁舎にそのような状況があった

のか。また、これから先、そのようなこ

とが起こる可能性があるのか、地勢学的

な観点から教えてください。 

 

５
５
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

第一回世田谷リング会議： 

デッキはやめた方が良い。空間が遮られ、

中庭がだいなしになる。現状保存される

区民会館ともマッチしないと思う。 

 

 

５
６
（
リ
ン
グ
） 

 

広場を使用する際に、広場にデッキを支

える柱が立つことにより、使いづらくな

らないかが心配。人を呼ぶ広場にするに

は広さが大事であることを考えると、デ

ッキが必要なのか疑問である。 

 

５
７
（
リ
ン
グ
） 

 

広場から見える空が狭くなるため、デッ

キは不要ではないか。 

 

 

 

５
８
（
リ
ン
グ
） 

 

できたら、デッキはなくして、それがな

くても良い配置を考えて欲しい。 

 

 

 

５
９
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 
３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

風水に基づいた建物希望 

 

 

 

 

 

ご意見として承ります。 

６
０
（
リ
ン
グ
） 

  1
1

 ピロティの開放感が感じられる構造とす

るため、天井高をもっと高くする、柱の

間隔を可能な限り広げるなどして欲し

い。 

 

 

ピロティの天井高は現在よりも高くなり

ますが、ピロティ空間は、ホワイエや広

場と連続した空間として、一体的な利用

がしやすいよう、頂いた意見も参考に、

今後、基本設計の中で検討していきます。 
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６
１
（
リ
ン
グ
） 

ピロティの高さについて、示してほしい。 

 

 

 

 

 

６
２
（
リ
ン
グ
） 

 

計画案の 2 階レベルのデッキの出巾が大

きすぎる。広場周りに暗がりのスペース

が増えて快適とはいえない。表通りから

広場へ入るピロティと説明されているが

奥行が大きすぎて、ピロティという在り

方とは言えない。 

６
３
（
リ
ン
グ
） 

 

現在の区庁舎と区民会館があるところは

元宿と呼ばれていたところで、「元宿」と

いうのは後北条時代に入って江戸と小田

原を結ぶ相州中央部横断の矢倉沢往還が

重視され、宿場が世田谷新宿（上町・下

町）に移ったのに対して付けられた名称

で、もとは鎌倉道の宿場であったろうと

考えられます。 

元宿台の西端崖上に佇立すると、世田谷

城址（城址公園・豪徳寺境内及びその周

辺一帯の半島状の台地）が俯瞰できます。

したがって、この地を敵に占領されるこ

とは城防にとって極めて不利であること

から、吉良氏はここに重臣を住まわせ、

勝国寺を拠点とした防衛区域としたもの

のようです。その重臣の一人が、のちに

彦根藩世田谷領の代官となる大場氏で

す。 

添付図に「元宿」とある左上に神社の鳥

居符号があるところが旧大場氏の私宅跡

で、区役所の第二庁舎が建つ直前まで大

場氏私祭の稲荷社が数本の大きな榎とと

もにあったものです。 

（ここまでは三田義春著世田谷の近代風

景概史からの引用です。添付図も同様で

す。） 

リング会議での配布資料の２F ブロック

プラン（たたき台）を見ますと、障害福

祉担当部と高齢福祉部の間に、敷地の西

区役所周辺一帯につながる、烏山川緑道

を中心とした豪徳寺、世田谷城址公園か

ら国士舘大学・若林公園の“みどりのネ

ットワーク”にも配慮した緑の拠点とし

て、いただいたビューポイントの視点に

も配慮して整備してまいります。 
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側からのアプローチの上にテラス状にな

ったスペースがあり、リングテラスにつ

ながっています。 

リングテラスは動線状のもので人の溜ま

りはあまり期待できませんが、上述のテ

ラス状になったスペースは目の前のかつ

ての世田谷城址の緑を前にして区民が歴

史に思いをはせる絶好のスペースと思わ

れます。 

どうかこのスペースを大事にしていただ

きたいと思います。 

６
４
（
リ
ン
グ
） 

デッキの角は丸くすると柔らかい印象

となる。 

 

 

 

広場やテラスは、散歩や、休憩スポット、

各種イベントの場として利用でき、テラ

スの軒下は日影や雨よけの憩いの場とし

て日常に利用できるなど、活気あふれる

広場空間を形成します。今後、区民の方

が利用しやすいものとなるよう、また、

形状、素材、色彩などの詳細について今

後の設計の中で検討していきます。 

今回、第１回リング会議での意見を受け、

テラスの南側及び東側の幅を縮小し、約

１５０㎡程度、規模を縮小しております。 

６
５
（
リ
ン
グ
） 

 

デッキは広場に影を落として暗くなる

印象があるが、一方で雨に濡れずに移動

できるなど、良い部分もある。 

 

 

６
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

六角型かペンタゴンでよい。建物を色別

かＮo.が見えるようにして欲しい。都営

の番号にように。 

 

 

 

６
７
（
リ
ン
グ
） 

 
現庁舎のイメージとの連続性を担保する

ために、現状の開放感等が減少すること

は否めないと思います。建物の低層部、

リングの素材/色彩などの工夫で開放感

を演出する工夫が求められるように思わ

れます。 

６
８
（
リ
ン
グ
） 

 

広場（平面）と建物がつくり出している

空間（空とケヤキの木）が狭すぎます。 
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６
９
（
リ
ン
グ
） 

 

それでなくとも狭く感じる広場が 2 階に

デッキを設けるためにさらに狭く感じら

れるのを少しでも緩和するためにデッキ

の張出しは必要最小限に抑えていただき

たい。また、直接基調ではなく角にはア

ールをつけ、フェンスは強化プラスチッ

クまたはガラスにして光をできるだけ遮

らないようにするなどの工夫をしていた

だきたい。 

７
０
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

⑧中庭が暗くならないよう採光システム

を導入方が良いのでは（植栽考慮） 

全体的に一般と職員の動線分離、西と東

の一体的利用（会議室等）、スカイレスト

ランを設ける（コーヒーブレイク等） 

 

７
１
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

バスベイがピロティ正面入口にあると、

バスの人が利用しやすい、雨に濡れない

といった利点があるが、設置場所を変更

できないか。 

 

路線バスについては、歩行者のメインア

プローチとの連携を図り、現在の３路線

の運行に対応できるバスベイ等の設置を

計画していきます。なお、バスベイ等に

ついては「世田谷区ユニバーサルデザイ

ン推進条例」や頂いた意見を参考に、検

討してまいります。 

７
２
（
リ
ン
グ
） 

 

バスレーンのスペースが狭いので、東棟

の東側建物ラインを２ｍ程度内側に入

れるのはどうか。 

 

７
３
（
リ
ン
グ
） 

 

敷地南西側にも、将来的な交通動線を見

据えたバスベイの設置を検討できない

か。 
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７
４
（
リ
ン
グ
） 

 

バスベイに、南西建物側、世田谷駅側通

りに、バス停を作る。 

７
５
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

バス停を近くにして欲しい、外にトイレ

を作って欲しい、レストランを上階に作

って欲しい。 

 

 

 

７
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

バス停とのつながりはどうなっているの

ですか？下北沢タウンホールのように建

物の中にあると大変助かるのですが（今

日のように雨の日など特に） 

 

 

７
７
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

世田谷リング会議 5 月 13 日の資料に

ついて、新たに西庁舎地下 2 階が来庁者

用駐車場となっているが、来庁者用は路

上に駐車待ちができる可能性が高い。そ

の場合、次の問題点がある。駐車場の出

入口と補助１５４号線との交差点が近い

ので、駐車待ちの車が交差点を塞ぎ安全

性に問題が生じる。補助１５４号線は道

路幅員が広くないので、駐車待ちが出た

場合、交通に障害がでる。時として世田

谷 3 丁目交差点より、梅ヶ丘方向に補助

１５４号線上に長い渋滞が発生するが、

区役所の駐車待ちと重なると、混乱に拍

車がかかるので、まずは補助１５４号線

の街路樹などを撤去して、車両通行帯の

拡幅が必要と考える。 

来庁者用駐車場については、周辺交通へ

の負荷や、区民利用窓口部署へのアクセ

スの利便性を考慮し、西棟地下 2 階に自

走式平置型駐車場及びバイク置場を配置

します。なお、駐車場出入口は、駐車待

ちの車両も想定した車路の確保など設計

で工夫していきます。 

公用車駐車場については、来庁者用の車

両動線と分け、東棟の地下１～２階に配

置します。 

 

７
８
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 
６ 

 

７ 

 

８ 

 

④駐車場は職員と一般用を完全に別ける

（一般の混雑時を考慮） 
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７
９
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

⑤一般駐車場の出入口は混雑を考慮し別

な所がよい 

 

８
０
（
近
隣
） 

駐車場の出入口の位置が変わることで、

駐車待ちの渋滞が大通り（補助 154号線）

に及び、交通に影響が出るのではない

か？ 

 

８
１
（
近
隣
） 

区職員用駐車場の出入口については、来

庁者の駐車場とは別に整備されるのか？ 

 

 

 

８
２
（
区
民
） 

自転車を地下にとめるということです

が、地下となると、高齢者とか、お子様

を自転車に乗せているママさん自転車な

んかだと、地下まで行って、また戻って

くるというのは非常に大変ではないかと

思う。あと最近、新しい建物が建つと、

必ず二重になっている自転車ホルダーが

あって、その自転車ホルダー、ちょっと

上のほうの奥側だとすごくとめにくい。

すごく力が要ったりして、高齢者だった

ら、あの自転車ホルダーから自転車を外

すのは怪我をしてしまうのではないかと

心配している。 

来庁者駐輪場については、東側敷地と西

側敷地に分散し、本庁舎等の動線にあわ

せ、地上部に配置します。 

自転車ラック等の詳細については、今後、

実施設計で検討していきます。 

８
３
（
区
民
） 

道路をどうするのか。面積を確保する上

で道路をどう考えるのか、そういう論議

も多分あっただろうと思うが、そのあた

りの説明をお願いします。 

 

中央の道路は、「世田谷区役所周辺地区防

災街区整備地区計画」において、地区防

災施設６号に指定されており、緊急時に

は緊急車両等の通行が想定される道路と

なっています。 

なお、平常時には、広場に接する範囲は、

歩行者自転車専用を目指し、広場との一

体的な利用ができるようにしていきしま

す。 

詳細については、今後、基本設計の中で

検討していきます。 

 

８
４
（
区
民
） 

広場と言われている計画の前に道路の部

分が組み込まれている。この道路が広場

として具体的に機能するという、具体的

な方策、つまり、車がここは通りません

よ、人がここで自由にくつろげますよと

いう具体的な方策はどのように考えてい

るのか。特に車が非常時以外は入らない

ということについての、それを担保する
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何らかのことを示していただきたい。 

８
５
（
リ
ン
グ
） 

 

敷地中央を通る道路を広場の一部として

扱っているようだが、通常時の通行止仕

様や、広場との一体感の計画上の配慮は

絶対必要。 

 

８
６
（
リ
ン
グ
） 

 

道路は普段、自動車を通さないというこ

とだがそれでもいつ緊急事態になるかわ

からないので物を置くなどは制限され

る。また今ある道路脇の木が、その周囲

の広場が狭まることによって邪魔にな

る。道路を残さず広場にする（廃道）か

リングの幅は狭くする。そうしないと広

場が狭くて窮屈になるように思う。 

 

８
７
（
区
民
） 

今は広場というのは 24 時間オープンで

すが、今度、新しくなったときに、やは

り広場が 24 時間オープンなのか。もし

そうである場合、リング自体、閉庁時と

か区民会館が閉まっているときにオープ

ンなのかどうか確認したい。 

広場については、通常時は区民が憩える

場として、また、イベント等では区民交

流の場として、近隣住宅地に配慮した上

で、原則、常時区民に開放します。 

８
８
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

⑥地下、３～４Ｆレベルでも西と東をつ

なぐデッキを設ける（一体的利用） 

 

 

 

基本設計方針（案）では、２階部分にテ

ラスを設置し、１階広場とともに区民に

開かれた外部空間を立体的に構成し、広

場の多様な利用を可能にするとともに、

地下１、地下２階にも連絡通路を設け、

庁舎全体を有機的に繋ぐものとしており

ます。 

今後も、区民の方の利便性の向上を目指

し、基本設計を進めてまいります。 

８
９
（
リ
ン
グ
） 

噴水は保存するのか。 

 

 

 

 

既存のサンクンガーデン（池）の活用も

含め、外部だけでなく、建物内からもみ

ず・みどりを感じることができる空間整

備を検討します。 

９
０
（
リ
ン
グ
） 

水を張っていない噴水であれば必要な

い。 
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９
１
（
リ
ン
グ
） 

小さい子どもが遊んでも問題ない噴水が

あると良い。 

 

 

 

９
２
（
リ
ン
グ
） 

人口の川があれば、憩いの場となるので

はないか。世田谷は水辺が少ない。水辺

の空間を大切にしたい。 

 

 

９
３
（
区
民
） 

区民会館にあるサンクンガーデン(池の

部分)について、図面上では「池」のみで

どうなるのかが明確でないのが不満であ

る。「空間特質の継承」の大きな要素であ

るサンクンガーデンは現状のまま整備す

べきである。また、池を見られる地下 1

階を「練習室」「集会室」にすると、日常

的に池を見ることができなくなることに

なるので、オープンスペース的に池を見

られるように設計すべきである。 

９
４
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

バスレーン、けやき、庁舎壁面位置の関

係について、できる限りけやきを残しつ

つ、バランスが取れると良い。その際に

は、圧迫感がないように配慮する。 

 

現在のケヤキ並木については、「世田谷区

風景づくり条例」に基づく地域風景資産

として、「世田谷区庁舎のケヤキ並木が作

る広場の風景」が選定されていることに

も配慮し、可能な範囲で保存するととも

に、建築計画やバスベイを踏まえ、既存

のバス折返し所の活用なども含め、樹木

の保存、移植、新植を行うなどし、再生・

発展させるよう検討してまいります。 

９
５
（
リ
ン
グ
） 

 

ケヤキ並木の存続が難しい。本来、緑を

大切にしていたはずで残して欲しい。 

 

 

 

９
６
（
リ
ン
グ
） 

 

ケヤキは残すように、庁舎の配置を考え

てほしい。 
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○基本的方針１「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」（３９件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

９
７
（
リ
ン
グ
） 

 

まず新しい庁舎の性格は"子供と女性に優し

い"を第一とし、次に次世代を担う"若い世代

"が立ち寄れる場所として欲しいです。広場

および区民交流の場は上記を具体的に受け

るものにしてください。 

 

幅広い区民がふれあい、また、多世

代の区民の方が交流することのでき

る場所として、区民が気軽に立ち寄

ることができ、多様な情報を共有す

ることができ、憩えるように「区民

交流機能」を配置し、イベント等で

は広場と一体利用ができるよう整備

していきます。 

９
８
（
区
民
） 

広場には、実際のイベント利用を具体的に想

定し、電源や水道、トイレ等の検討をして頂

きたい。 

 

 

広場は、各種イベントを開催できる、

区民交流の場として、整備していき

ます。 

広場に備える設備については、いた

だいたご意見を参考に今後の基本、

実施設計の中で検討していきます。 ９
９
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

中庭はお祭り広場にして欲しい。 

 

 

 

 

 

１
０
０
（
リ
ン
グ
） 

常に人が集まる広場を想像し、「憩える」「み

どりがある」場にしたい。 

 

 

 

 

１
０
１
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 
２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

②“区民のひろば”は従来どおり、憩いの場、

そして集いの場として使用出来るようにし

て下さい。 

 

 

 

 

１
０
２
（
区
民
） 

区役所のそばに 24 時間営業の喫茶店、とん

でもない話です。区役所はやっぱり区民の安

心安全な場所であるべきです。こんなこと、

誰が考えたのか。 

基本設計方針（案）にも記載のとお

り、本庁者や区民会館を訪れた区民

等が気軽に利用できる場所にレスト

ランやカフェを設置する方針で、基

本設計を進めていきます。 

具体的な設置場所やその内容につい

ては、今後検討をしていきます。な
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１
０
３
（
リ
ン
グ
） 

平日の５時以降、土･日に開放できる施設を

増やさなければ、一般区民の来庁は望めな

い。そのためには、スカイレストラン、コン

ビニ等、魅力ある施設が必要ではないか。 

 

 

お、営業時間については、区役所及

び区民会館の開庁時間を基本とし、

今後検討してまいります。 

１
０
４
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

①東棟 1 期の最上階にスカイレストランを

入れる（職員兼用） 

 

 

 

 

 

１
０
５
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

○○（コンビニエンスストアの具体名）を入

れて欲しい。 

 

 

 

 

 

１
０
６
（
区
民
） 

今、小池都知事は喫煙のことについて、受動

喫煙禁止とか、歩行しながらたばこを吸って

はいけませんとかと言っていますが、区の考

えは？ 

基本設計方針（案）に記載のとおり、

「行政機関は禁煙とする。ただし、

屋外で受動喫煙を防止するために必

要な措置がとられた場所に、喫煙場

所を設置することができる。」とする

健康増進法改正の動向等を踏まえ

て、検討を進めていきます。 

 

１
０
７
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

トイレを外部にも設置し、建物の内外から使

いやすいものにしてほしい 

 

 

 

 

本庁舎や区民会館の利用者がトイレ

を使用することを基本とし、今後基

本設計を進める中で検討していきま

す。 

１
０
８
（
リ
ン
グ
） 

  

用事がなくとも来たくなるような区役所に

したい。 

 

 

 

 

本庁舎等整備の基本理念の実現に向

け、掲げている５つの基本的方針の

中の１つである、「区民自治と協働・

交流の拠点としての庁舎」にもある

ように、幅広い区民がふれあい、交

流することのできる場所として、区

民が気軽に立ち寄れ、多様な情報の
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共有や憩うことのできる区民に親し

まれる庁舎を目指していきます。 

１
０
９
（
近
隣
） 

敷地東側のけやき並木は、どうなるのか。併

せて、前川建築の空間特質の継承についての

考えを伺いたい。今後も、広場が区民にとっ

ての憩いの場になるのか。区民会館を残すと

のことだが、リングテラスがある状態で前川

建築の空間特質を継承できるのか。 

現庁舎の空間特質の継承について

は、平成２９年度に実施した設計者

選定プロポーザルの提案テーマの１

つであり、最優秀者として選定され

た株式会社佐藤総合計画の提案で

は、この点について、区民ホールを

保存する考え方を示し、東側道路か

らのアプローチや広場の構成を含め

て、現庁舎等の特徴をよく咀嚼した

提案となっているとの講評を受けて

います。 

区は、設計者の提案の考え方を尊

重し、今後、基本設計を進めるにあ

たっては、現庁舎と区民会館と低層

棟のピロティに囲まれた広場は、日

頃から区民が憩う場としてのみなら

ず、区民会館と一体となったイベン

トの場などとして利用され、区民自

治・交流を育んできたことを踏まえ、

本庁舎、区民会館、広場等の空間特

質をできるだけ継承するとともに、

新たな魅力を創造し、これまで以上

に区民自治・交流の拠点として区民

に愛される本庁舎等を目指していき

ます。 

今後、設計者からの提案も踏まえ、

空間特質の継承と創造について、具

体的かつ詳細な検討を行っていきま

す。 

１
１
０
（
区
民
） 

広場から見える空も空間特質の１つだと思

う。デッキ、１０階建ての建物がどう影響す

るか心配している。 

 

 

１
１
１
（
区
民
） 

ある建物を古いからだけで壊すのは反対で

あるが、区民のため、安心･安全の庁舎は必

要と考える。 

○高層より低層 

○緑も生かす 

○バスターミナルあり 

１
１
２
（
区
民
） 

今後もぜひ、区民の（職員が働きやすい）利

用しやすい庁舎を作るために、さらに考えて

いただきたいと思う。（前川氏の建物につい

ては、時代にあった物にしても良いと考え

る。） 

１
１
３
（
区
民
） 

前川建築の「空間特質の継承」について、説

明が聞いてみたい。 

 

 

 

１
１
４
（
区
民
） 

空間特質の継承については、区民の考え方

「より拡充するようにする」をベースに佐藤

総合計画も区職員も確実に実行することと

されたい。 

 

１
１
５
（
区
民
） 

前川建築を世田谷区の資産として活かして

いくことを望む。 
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１
１
６
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

前川建築の空間特質の継承・創造がわかるよ

うな形で進めてほしい。基本構想には、空間

特質の継承が記されており、けやき、ピロテ

ィ、広場のあり方が大切である。さらに空間

特質の創造という意味では、リングデッキ、

中央道路の広場化があるが、それぞれの関係

をどう考えているか示していただきたい。 

 

１
１
７
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

前川建築の継承について、建物だけでなく、

みどりを含めた調和や高さなどの佇まいが

大事である。 

 

１
１
８
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

既存区民会館は垂直構成の外観であるの対

して、デッキなどの水平要素の組み合わせは

どのように処理するのか。 

 

１
１
９
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

建物だけでなく、建築当時の思いなど、その

精神も引き継いでほしい。 

 

１
２
０
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

50 年後、70 年後に新庁舎を残したいと思え

るようなものを設計者には見せてほしい。 

１
２
１
（
リ
ン
グ
） 

 

「空間的特質を残す」はずではなかったか。

広場、ケヤキはほとんど無くなるし、自然と

一体化した今の良さは全くなくなるのでは

ないか。 

区の条件を考え直すべき。都市計画を真に考

え文化的な公共施設を残したいなら、単に容

量を大きくしたり、集約したりする方向は区
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民の利便性に合っていない。 

１
２
２
（
リ
ン
グ
） 

 

体験ツアーで、改めて前川國男の近代建築の

思想の素晴らしさを実感しました。基本構想

に込められた「空間特質」と云う一番大事な

基本中の基本がどうなってしまったのか疑

問にも感じました。ケヤキ並木の佇まい、低

層建築による人間が安らぐ「空間特質」をし

っかり踏まえているのでしょうか？広場の

狭さなど、検討をお願いします。 

１
２
３
（
リ
ン
グ
） 

 

区民会館ホール：世田谷で希少な文化財を守

る覚悟が必要なのですが…。 

 

１
２
４
（
リ
ン
グ
） 

 

前川建築のスピリッツ継承、とても重要で

す。 

１
２
５
（
リ
ン
グ
） 

 

建物というのはどうしても機能性を重視す

るあまり見た目や雰囲気が悪く言えば殺風

景になってしまいがちだと思います。特に行

政の役所はその傾向が強いかと思いました。 

世田谷区庁舎も貴重な建築だとは思います

がやはり冷たい印象や無機質な印象を受け

ました。本計画については現行の庁舎と比べ

ると明るい印象を受けました。ですがこの建

築の 50 年 100 年後というのを考えると少し

イメージしづらく感じました。 

１
２
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 
６ 

 

７ 

 

８ 

 

区民に建物（前川建築）の魅力が伝わってい

ない様に思いました。良い形で建物が新しい

区庁舎に引き継がれる事を希望します。 
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１
２
７
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

佐藤設計に決まったわけですが・・・区民の

想いが実現するのか・・？不安です。 

①基本構想には、空間特質そして前川建築の

良き伝統（近代建築の遺産です）を大切にす

ると明記されています。そのことを忘れない

で下さい。 

 

１
２
８
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

世田谷区の貴重な文化遺産を取り壊すこと

にあきれています。自分の税金がそのような

ことに使われるのであれば、いっそ文化を大

切にする他の自治体にふるさと納税したい、

と考えます。 

 

 

１
２
９
（
区
民
） 

リング会議のときに傍聴させていただいて、

そのときに実際にテープで貼ってある、ここ

までリングが来るというのを見てすごくシ

ョックを受けた。空間特質の継承ということ

でホールだけは残ることになっているが、ホ

ールにリングがかかる、大分あのファサード

に。現場で実際にここにリングがかかるんだ

なと思うと、私はもう全然違う姿になってし

まうことにすごくショックを受けた。 

１
３
０
（
区
民
） 

空間特質の継承です。問題は、バスベイの候

補になっているということです。ケヤキ並木

のあるところをバスベイとして検討すると

なれば、恐らく全伐採になってしまうという

おそれがありますので、まずバスベイを外す

と。しかも建物の線はもう少し寄せるとかし

て建て、その並木を生かす、残す、まずそれ

を前提に考えていただきたい。 
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１
３
１
（
区
民
） 

 

前川建築を残したいと願うひとりですが、空

間特質の継承という形で生かしていくこと

になったことに関して残念に思いながら、ど

う生かしていくの、設計者と発注者の工夫に

密かに期待しておりました。 

ところが、第 1回リング会議を傍聴し計画建

物線が地盤面にテープで表示されているな

かを見学させていただいたときの印象と方

針案を見せていただくと、残念ながら、区民

会館を残すことに執着して、欅を含む長く親

しまれてきた(特に外部)空間等の継承は、ど

うも「創造」という名のもとに犠牲にされて

いるのではないかと感じざるを得ません。 

そこで、見学ツアーの際、本庁舎等整備基

本構想検討委員会委員長(元)と実際に現地

で話し合った、どうしてもここは残さないこ

とには「継承」はできないだろうと思われる

東側ケヤキ並木一帯を残すためにどうすれ

ばよいかを考えた結果、提案したものです。 

残すためには、2 つの現在検討される内容を

変更等する必要があると考えます。 

①東 1 基棟の壁面線(東側)を 2M 程度西側へ

移動させること 

②バスベイの設置検討エリアの対象から外

すこと 

これら 2点を同時に行うことによってのみ、

前川國男と区民がつくり育ててきた空間特

質の「承継」ができるものとを信じます。こ

のケヤキ並木の醸し出す風景は、区民会館を

残すことに匹敵するほどの重要性を持って

いると思っています。 

①に関しては設計上の工夫で解決していた

だくほかにないと思います。佐藤総合なら解

決してくれるものと信じます。②について

は、バスベイを仮にこのケヤキ並木の横につ

くるとすれば、ベイを設ける上でも完成後の

利用方法等を想定しても、どう考えてもこの

並木を伐採しないわけにはいかなると思い

ます。そのため、まずは対象から外すべき、

と考えます。 

それではどうするのか？ここからが具体

的な提案です。 
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それではどうするのか？ここからが具体的

な提案です。 

東 2期棟横の検討エリアは、具体的検討を進

めるべきで、方向としては、バス数台を停め

ておくには延長が不足すると思われるため、

ここを降車専用のバスベイと考えるべきだ

と思います。乗降客を分散させることは、利

用等の機能性向上に役立つのではないかと

思われます。また、現在のバス乗降所の位置

関係から継続する位置に考えたとの説明が

ありましたが、今後は多方面からのバスを受

け入れ、バス利用促進を進めるべきであるこ

とから、バスの移動を円滑にすることが必要

で、場合によっては一時プールできるように

することも必要と考えます。 

バス乗車位置を西1期棟北側の空きスペース

で検討してはいかがでしょう？ 

昨日の私の説明が不十分だったのではない

か心配しているのですが、このスペースの北

側道路に沿ってバスベイを設けるべきだと

言ったのではありません。ここには、道路が

下り坂になっていることから、バスベイをつ

くると「天空のベイ」となってしまいますの

で、当初からバスベイは考えていません。 

バスは敷地内に取り込むべきだと考え、その

方法を検討していただければいいなと考え

ています。   

(1)西 1 期棟壁面線への影響があるかもしれ

ませんが、まずバスを敷地内に引き込みま

す。 

(2)そこで折り返しをするため、ターンテー

ブルを使用するか回転広場を設けるか？ 

(3)また、乗車場所は建物内に設ければ雨の

日や炎天下の場合も楽になります。 

こういった検討を是非とも進めていただき

たいと思います。ターンテーブルは、大型小

型の問題はありますが、身体の不自由な方々

にとっては便利なツールとなると思います。

UDの発想からも、積極的にご検討していただ

きたいと思います。 
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１
３
２
（
区
民
） 

１ バスベイ設置の再検討について 

 佐藤総合計画の計画案(以下「計画案」)で

は、庁舎東棟の東西間の奥行きが大きく、バ

スベイが設置されることでケヤキ並木が保

存できなくなります。 

 ケヤキ並木は「地域風景資産」に選定され

ており、「世田谷区本庁舎等整備基本構想」

第 4 章にあるように、継承すべき空間特質の

重要な要素になっていることは、異論のない

ところと言えます。 

 リング会議の現場確認で明らかになった

ように、「計画案」では現存する多くのケヤ

キが伐採されることになってしまいます。 

 バスベイについては現在あるバス路線の

折り返し所で「時間調整のためのバスの駐車

場」という位置付けだと思われます。「時間

調整のためのバスの駐車場」のために大切な

「地域風景資産」を破壊すると言う「計画案」

とそれを容認する行政の姿勢が理解できま

せん。 

 当日会場の意見があったように、敷地北側

(西ブロック)に最小限のスペースを確保(暖

冷房完備の待合スペースを設置)することを

要望します。 

 警察との協議が整わないと言うことでし

たが、警察関係および道路管理者は公共の施

設については、非常に協力的であると考えら

れます。警察関係者の出す条件が満足できな

い設計者では、庁舎の設計は無理ではないで

しょうか。 

 バス会社にも使用するバスの小型化、待機

バスが重複しにくい時間表の設定など協力

を求めるべきだと考えます。 

 

１
３
３
（
区
民
） 

       3
4
 

        3
5
 

   

基本設計方針(案)には「スペース」や「アプ

ローチ」など機能面についての言葉が多く並

んでいるが、区役所第 1 庁舎にある日本の代

表的画家大沢昌助がデザインした壁画につ

いての部分が全くないのは「空間特質の継

承」の観点から不十分である。壁画の設置ス

ペースも設計すべきである。 

 

壁画や美術品の設置スペースについ

て、いただいたご意見も踏まえ、基

本設計、実施設計の中で、検討して

いきます。 
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１
３
４
（
リ
ン
グ
） 

 

現第一庁舎の大沢画伯の壁画をどの部分に

移築再現するのか示していただきたい。 

 

 

 

 

１
３
５
（
区
民
） 

現在、区民会館・区庁舎・広場などにある美

術品について基本設計方針(案)には飾れる壁

やスペースが考慮されているのか。壁は掲示

スペースとは別に広めに設け、彫刻などはア

プローチや物を置かれないようスペースを

設ける必要がある。設計(案)にこのような部

分も入れるのが、「空間特質の継承」の一つ

であると考える。 
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○基本的方針２「区民の安全・安心を支える防災拠点となる庁舎」（７件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
３
６
（
区
民
） 

 

５支所の機能を充実させれば十分に災害

対策できようと思う。１ケ所に集中する

ほうがリスク分散の視点から危ういので

は。 

 

 

本庁には、本部長室をはじめ、災対統括

部、災対総務部、災対財政・広報部、災

対物資管理部、災対区民支援部、災対清

掃・環境部、災対保健福祉部、災対医療

衛生部、災対都市整備部、災対土木部、

災対教育部の各部が設置され、本部長の

指揮監督のもと、担当の業務を遂行しま

す。 

５つの総合支所に設置する災対地域本部

は、本部長室及び他の災対各部との連絡、

各拠点隊への指示及び支援、災害状況の

調査・情報収集、救援物資等の輸送・配

布、医療救護所及び避難所の設置･運営、

罹災証明等の発行調整等、地域における

広範な業務を担い、２７まちづくりセン

ターに設置する拠点隊は、災害状況の調

査や安否情報の収集、医療救護所及び避

難所の支援などの業務を担います。 

区内において、大規模な災害が発生し、

または発生すると認められたとき、区は、

災害対策基本法、世田谷区災害対策本部

条例に基づき災害対策本部を設置し、以

上の体制により、災害応急対策活動を行

っていきます。 

区民会館につきましては、災害時の物資

集積場所として 700㎡の空間を確保する

ため整備します。 

１
３
７
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

区民会館は保存ありきではなく災害時

の対応、庁舎機能の確保が優先である。 

 

 

 

 

 

１
３
８
（
リ
ン
グ
） 

 

防災拠点としての実効性が高まるため

に、「用がなくとも行きたくなる庁舎に」

という意見がありました。平時に行き慣

れているからこそ発災時／非常時に有効

に機能するという側面があると感じた次

第です。 基本方針 1 と基本方針 2 とは

連動している…具体的な設計にどう反映

するか今後の工夫でしょうが、発災時に

活動すべきグループ（自治会、ＮＰＯな

ど）が平時/日常的に使用するスペースの

用意・・・等々のイメージでしょうか。

また、発災時は本庁舎単独で機能するだ

大規模災害時には、避難されてくる区民

の方を広域避難場所である国士舘大学一

帯に適切に誘導するとともに、各総合支

所に設置する災対地域本部と連携して対

応していきます。 

そのため、本庁舎は、災害対策本部とし

て、区の災害対策の中枢管理機能を果た

すための必要な機能を備えた、災害に強

い庁舎を目指し、災害時の庁舎の使い方

も想定して、基本設計を進め、大規模地

震発生直後から速やかに災害対策本部等

として機能するよう整備していきます。 



34 

 

けでなく 5 ヶ所の総合支所と連携して防

災拠点としての機能発信が必要になると

想定します。主として通信機能等との装

備の問題かもしれませんが。 

 

１
３
９
（
リ
ン
グ
） 

 

大体の感じはつかめました。防災の時、

役に立つ司令部に避難民に役に立つ役所

になる様になればと思います。 

 

 

 

１
４
０
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

基本設計方針（素案）では今までの公開

討論や意見提案をしっかり組み込んであ

り、これを具体化することでさらに纏ま

ることが期待できます。 

特に、若手職員によるワークショップで

斬新な設計になることに期待していま

す。特に執務室のレイアウトや区民対応

窓口のレイアウト等に若者の発想が反映

されるよう期待します。 

次の点について要望いたします。 

１ 災害時の対策室等の配置は素案通り

で問題ないが、災害避難者（近隣区民等）

の受け入れスペースをどこにするのか？

医療設備や負傷者収容設備の仮配置、緊

急時のヘリポートの設置も検討して欲し

い。 

本庁舎は、大規模災害発生直後から災害

対策本部等として速やかに機能する必要

があり、敷地を含む庁舎全体を応急対策、

復旧・復興業務のスペースとして使用す

ることになります。区民の方は、倒壊や

火災などのため自宅が危険な場合、最寄

りの指定避難所（区立小学校、区立中学

校）に避難していただきます。また、現

在、区役所の広場は危険回避のために一

時的に集合して様子を見る「一時集合所」

として地元町会が指定しておりますが、

本庁舎整備後の取扱いについては代替地

を含め今後調整することとしておりま

す。 

震災時の医療救護体制では、負傷者等の

対応は、指定避難所のうち２０箇所に設

置する医療救護所（軽症者対応）及び区

内の病院で対応することとしておりま

す。 

ヘリポートについては、区立羽根木公園

及び区立総合運動場を場外離着陸場に指

定しており、支援物資等については地域

内輸送拠点（区立総合運動場他）から指

定避難所へ直接輸送することから、物資

輸送機能としては本庁舎には整備しない

こととしております。救助活動のための

ホバリングスペースについては、今後、

消防機関と協議し、設置の有無について

最終的に決定していきます。 

また、職員による執務環境ワークショッ
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プを実施しており、執務室のレイアウト

や区民対応窓口のレイアウト等に反映で

きるよう努めていきます。 

 

 

１
４
１
（
区
民
） 

災害時に水を供給するために、区役所の

敷地の中に井戸を掘ったということを聞

いているが、それがどこにあるのか、そ

れは改築中、あるいは改築後、完成後も

維持されるのか。 

 

井戸につきまして、現在、来庁者用駐車

場と第３庁舎の間にあり、地下水を利用

した給水拠点という位置付けになってお

ります。改築後も機能としては残します

が、改築中の取扱い及び 改築後の位置

等は基本設計を進めていく中で検討して

まいります。 

１
４
２
（
リ
ン
グ
） 

 

デッキ、ピロティの平常時の使われ方と

災害時の使われ方に連続性を持ってい

ることが大事である。 

 

 

 

２階テラスは、平常時は１階広場ととも

に区民に開かれた外部空間を立体的に構

成し、広場の多様な利用を可能にすると

ともに、庁舎全体を有機的に繋ぎます。 

また、災害時においては、東２期棟１階

区民交流機能の屋内空間や東西ピロティ

及びテラス下等の半屋外空間を災害時に

有効活用することとしています。 

今後、基本設計を進めていく中で、詳細

な使い方について検討してまいります。 
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○基本的方針３「すべての人にわかりやすく利用しやすい、人にやさしい庁舎」（１０件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
４
３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

現在の庁舎は薄暗く段差があるなど障害

を持った方にとって非常に不便だと思わ

れる。当事者などからヒアリングをし、

誰もが訪れたいと思える区役所(庁舎）に

なっていただきたい。 

 

 

基本設計方針（案）において、「どこでも、

だれでも、自由に、使いやすく」という

ユニバーサルデザインの考え方を踏ま

え、「世田谷区高齢者、障害者等が安全で

安心して利用しやすい建築物に関する条

例（通称：バリアフリー建築条例）」、「世

田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」

に基づき、利用者の立場に立った、きめ

細かな配慮によって、高齢者や障害者、

外国人など、すべての人が利用しやすい

庁舎を目指していく、としています。い

ただいたご意見も参考に、基本設計の中

でより詳細に検討していきます。 

１
４
４
（
区
民
） 

 

最新の情報管理のための設備 

現状のままでは、情報管理（IT 利用等）

や来場者又は職員の動線に無理があると

考える。また、トイレ等、利用しづらい

所も多くあると考えられるので、ユニバ

ーサルデザインも含めて利用しやすい、

新しい建物をお願いしたい。 

 

１
４
５
（
区
民
） 

２階のデッキに上がれないとか上がりに

くいとかということで排除されてしまう

人がいるのではないか。しかも、１人２

人というふうに、エレベーターだとか、

あるいはスロープだとか、あるいは介助

する何かの方法があるということで上が

ることはできるかもしれません。おりる

こともできるかもしれません。しかし、

多くの方が集まる。そのときに例えば地

震でもある、何か火災でもある、そうい

った複数の多くの方が車椅子やバギーや

普通の健常者ではない場合にうまく誘導

できるのか。そこが一番の問題になると

思います。したがって、そういった懸念

のある人が集まる場所についてはグラン

ドレベルに持ってくるというのがユニバ

ーサルの考え方だと私は思います。１階

にそういった機能をうまく持ってきて、

１階のレベルもリング回廊で回るよう

な、ダブルのリング回廊というものを考

えたらいいのではないかと思います。 

 

２階テラスについては、基本設計方針

（案）において、子ども等の利用も考慮

した利用者の安全に配慮するとともに、

災害時に広場を利用することも踏まえた

耐震性を確保することとしています。 

また、来客が多く、かつ区民による利

用が多い窓口・相談機能のある部署（区

民窓口部署）は低層階に配置することと

し、西１・２期棟の１階には、最も区民

来庁の多い世田谷総合支所を配置してい

ます。部署配置にあたっては、いただい

たご意見も参考に、災害時の対応も含め、

基本設計の中でより詳細に検討していき

ます。 
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１
４
６
（
区
民
） 

UDの観点から、障害者や車いす使用者・

バギー等利用者等々、グランドレベルで

ないと移動等が容易でない人が集まる場

合、ELV や特殊エスカレーター等階段等

に代わる代替手段が確保されていても、

地震や火災等の発生を考えると、一時に

移動避難しなければならない状況にな

り、具体的にこれを実施することは不可

能です。数人程度であれば別ですが。そ

のために、必要な窓口は１階に設置すべ

きである、と提案させていただいてもの

です。 

その結果として、２F レベルで考えられ

ている「リング」の発想をグランドレベ

ルにも導入する必要があるのではないか

と考えるものです。 

蛇足になりますが、私の考える UDの第一

条件は、無料・タダです。カフェが計画

されていますが、10円であっても払えな

い人が出てくるため、利用できない人が

生じることになりますので、必ずどこか

に無料でも可能な席がつくられているこ

とが必要になってくると思います。カフ

ェを無料にというつもりはありません。 

１
４
７
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

ユニバーサルデザインを基準に、施設・

動線を計画すること。 

 

 

 

利用しやすい移動空間の整備について

は、基本設計方針（案）において、屋外

空間も含め、誰もが歩きやすく、車椅子

等での移動がしやすいよう、段差のない

動線や避難スペースの確保、手すり・ベ

ンチ等の設置を行うこととしています。

いただいたご意見も参考に、基本設計、

実施設計の中でより詳細に検討していき

ます。 

  

１
４
８
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

車椅子、ベビーカーでも移動しやすい、

バリアフリーな空間を確保してほしい。 

 

 

 

１
４
９(

イ
ン
フ
ォ) 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 
６ 

 

７ 

 

８ 

 

台車が通りやすいように願います 
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１
５
０
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

トイレ等の設備について、ユニバーサル

デザインの観点から、使いやすいものと

すること。 

 

 

 

 

トイレ等の設備については、基本設計方

針（案）において、「どこでも、だれでも、

自由に、使いやすく」というユニバーサ

ルデザインの考え方を踏まえ、誰もが利

用しやすい環境を整備するため、多機能

トイレやオストメイト対応設備を適正に

配置するとともに、その他一般トイレに

ついても、高齢者や障害者、乳幼児など

すべての人の利用に配慮した計画とする

こととしています。いただいたご意見も

参考に、実施設計の中でより詳細に検討

していきます。 

１
５
１
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

エレベーターは現状よりもう少し広めに

なるといい。ストレッチャー状態の車椅

子の利用も可能なサイズが望ましい。 

 

 

 

 

エレベーターについては、基本設計方針

（案）において、「どこでも、だれでも、

自由に、使いやすく」というユニバーサ

ルデザインの考え方を踏まえ、すべての

人にとって使いやすく、安全で、数や配

置、大きさ、案内情報などの設備等に配

慮することとしています。いただいたご

意見も参考に、実施設計の中でより詳細

に検討していきます。 

１
５
２
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

国際基準等があるので、できることは限

られると思うが、サイン表示について、

工夫がほしい。 

 

 

 

案内表示（サイン）については、基本設

計方針（案）において、窓口の動線構成

を工夫するとともに、手続の名称や目的

別の表示をするなど、誰もが分かりやす

い案内表示とすることとしています。い

ただいたご意見も参考に、今後、より詳

細に検討していきます。 
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○基本的方針４「機能的・効率的で柔軟性の高い庁舎」（５件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
５
３
（
リ
ン
グ
） 

将来的に職員数が減少した際には、余っ

たスペースを貸し出せるような設計が良

い。 

将来の行政ニーズや行政組織の変更に対

応できる、機能的・効率的で柔軟性の高

い執務空間を実現していきます。 

１
５
４
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

世田谷区役所は他の庁舎内と比べてかな

り閉ざされた感じがします。中で何をさ

れているのか全くわかりませんね。 

執務空間については、部・課の間に間仕

切りを設けずフロア全体を有効に活用で

きるオープンフロアを基本に、いただい

たご意見も参考に、基本設計の中で検討

していきます。 

１
５
５
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

議会棟は高層にしないでほしい。 

議員のための議会棟ではなく、主権者で

ある区民が利用しやすいものであるよう

に考えてつくってほしい。特に委員会、

教育委員会の傍聴スペースを今の倍にし

てほしい。また区民と議員が話し合うた

めの部屋、市民が相談会をする部屋、待

ち合い室を十分な広さでつくってほし

い。 

基本設計方針（案）では、執務空間を低

層に配置し、低層階に区民窓口、区民交

流機能･区民協働拠点を集約し、来庁者が

訪れやすく利用しやすい設えとすること

を基本設計の基本的な考え方としてお

り、この考え方に基づき、議会機能は、

行政からの独立性に配慮して、東１期棟

７～１０階に配置しています。 

議会機能については、区民に開かれた議

会を目指し、区民が親しみやすい議会と

なるよう外部から分かりやすく、ユニバ

ーサルデザインに配慮したアクセスしや

すい配置としています。また、議場や委

員会室の傍聴スペースを十分確保すると

ともに、陳情や要望などで来庁する区民

や団体との応接スペースを確保すること

としています。また、傍聴者等の待合い

等として、ロビーも確保していきます。

具体的なレイアウトについては、基本設

計（案）中間報告でお示しする予定です。 

 

１
５
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

３ 議会棟の内容についてはほとんど具

体的内容が見られず、区議会の意見集約

がされていないのだろうか？現在の議会

傍聴席は狭くて傾斜がきつく、開かれた

区議会となるような明るいレイアウトを

早急に提示して欲しい。 
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１
５
７
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

３ 施設維持管理受諾者のスペースの確

保 

 総合案内・清掃・設備機器運転業務な

どの施設維持管理受託会社の従業員の更

衣室・ロッカールーム、休憩スペースの

記載がない。労働環境を守るうえからも

基本設計に明確に記述すべきであると考

えられる。 

本庁舎等の整備後、ハード面、ソフト面

の維持管理手法について、今後検討して

いきます。これを踏まえ、必要な諸室、

機能については設計の中で確保していき

ます。 
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○基本的方針５「環境と調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎」（２０件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
５
８
（
区
民
） 

自転車置場を北側道路に隣接した空地部

や他の空地部に配置すると答えていた

が、地上部に配置したときに、地上部に

残るみどり率は何パーセントになるの

か。 

 

みどりについては、「世田谷区みどり３

３」の趣旨を踏まえ、出来る限り地上緑

化に努めつつ、屋上緑化や壁面緑化など

についても適宜配置し、みどり率３３％

を目指していきます。また、基本設計方

針（案）では、地上部に来庁舎用の駐輪

場を３００台配置するものとしていま

す。今後、それぞれの方針に基づき、基

本設計を進める中で検討し、お示しして

いきます。 

１
５
９
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

けやきをもっと残したい。けやきの木が

少なくなる印象がある。 

 

現在のケヤキ並木については、基本設計

方針（案）において、「世田谷区風景づく

り条例」に基づく地域風景資産として、

「世田谷区庁舎のケヤキ並木が作る広場

の風景」が選定されていることにも配慮

し、現在のケヤキ並木については、高さ

は概ね 7ｍ～17ｍですが、可能な範囲で

保存するとともに、建物計画や新設する

バスベイを踏まえ、既存のバス折返し所

の活用なども含め、樹木の保存、移植、

新植を行うなどし、再生・発展させるこ

ととし、個々の樹木についても、樹木診

断の結果を踏まえ、既存樹木をできるだ

け保存・活用、移植を基本としつつ、安

全性を第一に考え、個々の樹木の方針を

検討していきます。また、保存や移植が

難しく、やむを得ず伐採する場合は、伐

採した樹木と同本数程度、新たな樹木に

植え替え、その際、生物多様性にも配慮

した樹種を選定していきます。なお、伐

採した樹木の活用方法は、今後検討して

まいります。 

今後、詳細については、検討していきま

す。 

１
６
０
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

できるだけ移植という形で残して欲しい 

 

１
６
１
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

樹木について、保存可能なものを提示し

て欲しい。 

 

１
６
２
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

けやきは残せるものは残してほしいが、

無理に残すのではなく、新しく植えると

いうのも良い。 

 

１
６
３
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

樹木の保存だけではなく、道路境界に樹

木を植え、みどりに囲まれたイメージを

つくる。 

 



42 

 

１
６
４
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

道路境界に沿った敷地にはけやきを植樹

して、樹木に囲まれた庁舎の雰囲気を醸

してほしい。 

 

 

 

１
６
５
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

現在、本庁舎等の敷地内にあるケヤキの

高さについて、示してほしい。 

 

 

 

１
６
６
（
リ
ン
グ
） 

 1
3
 

1
4
 

 1
5
 

  1
6
 

 1
7
 

  1
8
 

   1
9
 

 2
0
 

広場にある 4 本のケヤキの内、区民会館

に最も近い木は、デッキを貫通させて残

す事はできないか。 

１
６
７
（
区
民
） 

   

２ 

  

３ 

     

４ 

    

５ 

 

６ 

   

７ けやきの伐採は、区民の感情にダイレク

トに響く。オリンピックによる木の伐採

が検討された時（別の自治体）にも、SNS

等で多くの反響があった。 

 

１
６
８
（
リ
ン
グ
） 

 

敷地内の既存の大ケヤキを是非とも保存

するような設計計画に変更してほしい！

と本日の見学時の美しい新緑のケヤキを

見て、強く感じました。樹木医の診断で

判断するのではなく、設計者側が保存す

る計画案を打ち出すことを強く望みま

す。移植は難しいはず！ 

１
６
９
（
リ
ン
グ
） 

 

ツアーにて：樹木は保存されますか？気

になるところです。（ツアーは良かったで

す。） 

 

 

 

１
７
０
（
リ
ン
グ
） 

 

ケヤキが思った以上に立派でした。です

がバスベイエリア等スペース的にも守る

ものが難しいかなと感じました。今後樹

木等出来る限り守って欲しいなと思いま

した。 
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１
７
１
（
リ
ン
グ
） 

 

検討中となっている事項（樹木など）に

ついて前回の説明会から進歩がないよう

なので次回以降に期待したい。 

 

 

 

１
７
２
（
リ
ン
グ
） 

2 階のデッキなどに通じるスロープを設

置し、そのスロープを緑化し、屋上の緑

化等と合わせて、豊かなみどりでアクセ

スできるとよいのではないか。 

 

 

テラスへの動線やテラスのみどりにつき

ましては、いただいたご意見も参考に、

今後基本設計、実施設計の中で検討して

いきます。 

１
７
３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

区民会館を残して頂くのはかまいません

が、近隣住民の住環境に対しても考慮し

て頂きたい。現 2 庁、3 庁の高さ、駐車

場部分の空間は近隣の住民に対して積極

的な説明もなく、設計が決定された事に

とても遺憾の意を表します。 

一年 365日先何十年とここに住まう者へ

の配慮、今一度設計をご検討頂きたい。 

 

 

基本設計方針（案）では、本庁舎等の周

辺は住宅地であり、整備にあたっては、

周辺環境との調和のみならず、周辺環境

に寄与できるよう配慮していきます。ま

た、工事は、安全を最優先として、騒音、

振動、粉じん、解体時のねずみ・害虫対

策等に最大限配慮した計画や工法などを

採用するとともに、整備後の建物規模が

現状よりも大きくなることから、本庁舎

敷地周辺の住宅地への視線・景観に配慮

した離隔距離の確保や緑地の整備、上層

階のセットバックなど、日影の影響、圧

迫感、さらには施設に起因する風害、公

害、騒音・振動、電波障害等の極力の防

止を図るよう、周辺環境に十分配慮して

まいります。また、近隣住民の皆さんに

は今後とも、本庁舎等整備 News を配布

するとともに、設計の各段階で、区民説

明会とは別に、説明会を実施し、丁寧に

説明してまいります。 

１
７
４
（
近
隣
） 

大規模施設の取り壊しに伴い、近隣へね

ずみやゴキブリが大量に発生したという

話を耳にする。どのような対策を講じる

のか。 

 

 

 

１
７
５
（
近
隣
） 

工事期間中の電波障害については、個別

に対応してもらえるのか。 

 

 

 

１
７
６
（
近
隣
） 

ねずみやゴキブリについても対策を講じ

てもらう必要があるが、更に、工事中の

騒音や振動については、どのような対策

を講じるのか、伺いたい。 
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１
７
７
（
リ
ン
グ
） 

みどり率 33％とあるが、どのくらいにな

るのかが実感できるように、示している

と良い。 

 

 

 

本庁舎等において、みどり率３３％にな

った場合のイメージを今後の基本設計、

実施設計を進めていく中で、わかりやす

く示してまいります。 
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○各棟、各階の機能ごとの部署の配置方針（９件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
７
８
（
リ
ン
グ
） 

 

災害対策本部は、たしかに非常時のもの

でしょうが 3 階ではなく 1 階にすべきで

は。西館の事務室ですが 1 階と 3 階をチ

ェンジした方がいいのでは。よろしくお

願いします。 

 

災害対策本部（本部長室、本部会議室、

オペレーションルーム等）は、独立した

セキュリティを確保するとともに、災対

統括部（危機管理室）、災対総務部（総務

部、区長室）、災対財政・広報部（政策経

営部）は平時から同一フロアとすること

から、エレベーター等が停止した場合で

も活動しやすい東１期棟３階に設置しま

した。 

 西棟１階は、敷地東側、西側どちらか

らのアプローチも便利であり、西側来庁

者用駐車場からのアプローチも短いこと

から、西１・２期棟に、最も区民来庁の

多い世田谷総合支所を配置し、また、ピ

ロティを介した西３期棟に支所と関係の

深い、保健福祉部（梅ヶ丘拠点整備担当

部を含む。）を配置します。西棟３階につ

いては、部署間の横連携や上下の動線に

よる世田谷総合支所との関係性、さらに

手続きをする際の子どもの安全にも配慮

し、子ども・若者部、保育担当部を配置

します。 

詳細につきましては、いただいたご意

見も参考に、災害時の対応も含め、基本

設計の中で検討していきます。 

１
７
９
（
リ
ン
グ
） 

 
教育委員はどこにあるか分からなかった

ので教えてほしい。 

 

部署の配置については、まず、区民対応

の窓口である、世田谷総合支所、財務部、

保健福祉部、障害福祉担当部、高齢福祉

部、子ども・若者部、保育担当部、世田

谷保健所（※平成３０年４月１日現在の

組織名称）について、一番利便性がよく、

また、フロアごとの連携が取りやすい、

低層階（西棟地下１階、１階、２階及び

東棟２階を基本）に配置しました。 

また、その他の配置につきまして、東

棟は、来庁者用駐車場からのアプローチ

が長くなることや西棟における区民の手

１
８
０
（
イ
ン
フ
ォ
） 

②東棟 1 期は旧 1 号館の機能とする（議

会は 2 期） 
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１
８
１
（
イ
ン
フ
ォ
） 

③西棟 1 期は旧 3 号館の機能とする（②

③引越しは 1 回のみ） 

 

 

 

 

 

続き等の動線との交錯を避けるため、事

業者等を主な対象としている部署を中心

に配置し、更に、東２期棟１階の区民交

流スペースの管理等を踏まえ、各部署を

配置する、という考え方を基本に、今後

検討していきます。一方、西棟は、来庁

者用駐車場からのアプローチがよく、ま

た、区民の手続きが中心となる低層部の

部署との関連性を踏まえ、各部署を配置

することを基本に、今後、検討し、９月

の基本設計案中間報告ではすべての部署

配置をお示しします。 

１
８
２
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

基本設計方針(案） 

Ｐ５２、（８）断面イメージ  

２－２ 断面２ 東棟 －長手断面図 

に間違いがありそうです。見直してくだ

さい。 

１）セットバックは平面図では 4 階と 6

階です。断面図では４階、5 階、6 階と

なっています。恐らく平面図が正しいと

考えます。 

断面図について、ご指摘を踏まえ、訂正

しました。 

１
８
３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２）断面図でのセットバック量が平面図

の２倍程度と大きく表示されています。 

 

誤解を招かないように訂正する必要あり

ます  

 

 

１
８
４
（
区
民
） 

２階 子ども・若者部のフロアには授乳

室の充実を要望する。 

 

 

 

 

基本設計方針（案）におきましても、子

ども連れの方も安心して利用できるよう

に、キッズスペースや授乳室などを設置

する、としております。いただいたご意

見も踏まえ、待合い空間の充実を図って

まいります。 

１
８
５
（
イ
ン
フ
ォ
） 

⑦議場は区長室も含めて東棟３～５Ｆが

良いのでは 

 

 

 

部署の配置については、来客が多く、か

つ区民による利用が多い窓口・相談機能

のある部署（区民窓口部署）は低層階に

配置する、災害対策本部は、エレベータ

ー等が停止した場合でも活動しやすい東

１期棟３階へ設置し、独立したセキュリ

ティを確保するとともに、災対統括部、
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災対総務部、災対財政・広報部は平時か

ら同一フロアとする、その他の部署は中

層階に配置する、議会機能は、東１期棟

の７～１０階に配置し、独立性とセキュ

リティを確保する、といった基本的な考

え方に基づき、今後詳細な配置を検討し

ていきます。 

１
８
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

不動産の物件調査では時折来庁するので

都市計画、建築、道路管理関係の窓口が

近接しているのは有難いです。逆して協

議関係の窓口と必ずしも分かれていない

ので、待ち時間が他の区役所に比べて長

くなりがちなのが悩みです。住民手続関

係は、総合支所等に行くことが多くなっ

たので特に意見等ありません。以上、良

い点は確保・拡充し、問題点は改善され

ることを願います。 

関連性の高い窓口は、なるべく同一フロ

アに配置するなど、区民、職員いずれに

とっても、利用しやすい機能的な庁舎と

していきます。 
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○世田谷区民会館の整備方針（１２件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
８
７
（
区
民
） 

区民会館客席への観客動線が南側のみの

方向の資料も初めて出された。（プリント

P１９、スライド No３７） 

一方向のみの動線は非常時に混乱を招く

ので、現況の南北（舞台から見た左右）

からの動線とすべき。カフェは不要であ

る。 

区民会館客席への観客動線については、

現状どおり、南北に動線を設けるほか、

南側にユニバーサルデザインに基づいた

動線を新設します。 

 また、カフェについては、区民交流機

能を利用する区民や本庁舎や区民会館を

訪れた区民等が気軽に利用できる場所に

設置いたします。 

１
８
８
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

西棟から区民会館ホールの練習室への

動線について、地下１階通路を確保して

ほしい。 

練習室を新設し、区民の音楽や合唱、ダ

ンス等の練習場所や小規模な発表が行え

る場として、２室を東１期棟地下１階に

設けます。公演の練習やリハーサルを想

定し、防音等楽器演奏への配慮、床や壁

面（鏡張り）など音楽、舞踊、演劇の練

習に適した仕様とします。 

 練習室は、単独でも貸し出すほか、ホ

ールの利用時には楽屋及び控室としての

使用も視野に入れた配置とします。 

 練習室から舞台までの動線について、

ホール利用者と分けて使える出演者用を

確保するとともに、車椅子での移動にも

配慮し、整備していきます。 

 また、近接して、集会室も設置します

ので、区民会館として、これら全ての機

能を使用することで、これまで以上の利

用の幅が広がると考えています。 

１
８
９
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

区民会館の練習室が地下にあり、単独で

も使え、かつホール舞台と専用通路でつ

なぐことができれば活用の幅が広がっ

て良いと思う。 

 

１
９
０
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

区民会館を現行改築するとの案である

が、大ホールの楽屋の配置が具体的に見

えない。 

特に従来の大ホール利用時に音響設備の

ととのった練習場がない為にお客様入場

前のステージ等の利用しかなかった。発

声練習等小規模なリハーサルが出来る練

習室の具体的な設計が知りたい。 

楽屋から練習室へのアプローチ導線は明

示してあるが、練習室そのものの具体的

内容を知りたい。 

１
９
１
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 
４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

２ 区民ホールの練習室は、極力舞台に

近い場所に配置して欲しい。配置計画図

では具体的に明記されていないように思

えたが、文面からすると舞台と反対側（エ

ントランスに近い方）に配置して専用ア

クセスを設けることになっている。観客

の動線とは分離する考えは問題ないが、

練習室と舞台が離れることは不必要な通

路等が追加となり、ベストなレイアウト

とは言えない。 
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１
９
２
（
区
民
） 

世田谷区民会館は、音楽演奏としては音

響施設が非常に劣っていると感じてい

る。世田谷区には、区民合唱団、オーケ

ストラ、ジュニアオーケストラも活躍し

ており、また、大学の各サークル等にも

音質を聴いて是非グレードアップして欲

しい。ホール設計を数多く手掛けている

佐藤総合計画は、現区民会館の音質面を

どの様に評価しているのか？説明を求め

たい。 

区民会館は多目的ホールとして整備しま

す。音楽をはじめとし、講演会等も含め

て、音響的に対応できるよう、舞台前方

の可動式舞台にも対応した音響反射板を

設置するなど、音響性能の向上を図って

いきます。 

１
９
３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

２ 世田谷区民会館は、「区民会館ホール

を保存・再生する」とある。その一方で、

ロビー・ホワイエについては、保存・再

生ではなく「同程度の規模を有する整備」

と表記され、庁舎イメージでもそのよう

な表現が見られ解体するのではないかと

危惧する。しかしながら、区民会館ホー

ルとロビー・ホワイエの空間は、ホール

と一体性のものであり天井空間構造や仕

上げは醍醐味を表現している。この空間

構造を耐震補強で原形を保存・再生し、

東ゾーン第 1 期を載せる。構造的に難し

いようであるならば、東ゾーン第 1 期の

工事で再現するなど、天井空間構造や仕

上げの再生を要望する。 

今回の整備では、段階的な工事により、

順次庁舎機能の更新を図ることを予定し

ており、第１段階においては、区民会館

東側にある低層棟の解体及び区民会館ホ

ールの改修を行います。区民会館のロビ

ー、ホワイエ部分は解体し、新たに地下

２階、地上１０階建ての東１期棟を建築

する計画としているため、既存躯体に上

部へ計画する建物を支持させることは現

実的ではありません。内部の空間構成、

仕上げ等については、今後検討していき

ます。 

１
９
４
（
リ
ン
グ
） 

 

区民会館の耐震性等の精密な検査をして

報告願いたい。 

 

世田谷区民会館については、現在、ホー

ル部分の耐震診断を行い、耐震補強改修

により耐震安全性Ⅱ類相当の耐震性能が

確保できるかの１次的な検討を行ってお

り、第２回の世田谷リング会議では、こ

れらの調査結果を踏まえ、複数の耐震改

修方法及びそれによる耐震性能の向上が

どこまで図れるかをお示していきます。 
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１
９
５
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

区民会館を保存するのであれば、色など

新旧建築物の調和に配慮してほしい。 

 

 

 

 

区民会館ホールについては、耐震診断に

基づき、耐震性能の向上等について検討

していきますが、建物壁面の仕上げ等に

ついては、ご意見も参考に、実施設計の

中で検討していきます。 

１
９
６
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

現庁舎壁の色が暗いという印象がある

ため、明るい印象の壁面にできないか。 

 

 

 

 

 

１
９
７
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

区民会館外壁の補修は、進化した美術塗

装を施し、打ちっ放しの面を再生してほ

しい。 

 

 

 

 

１
９
８
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

プロジェクションマッピングにより、区

民会館の壁をもっと活用してはどうか。 

 

 

 

 

区民会館の壁面の活用については、いた

だいたご意見も参考に、今後、検討して

いきます。 
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○建設手順（３件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

１
９
９
（
区
民
） 

仮設、施工計画の問題ですが、ばらばら

にして５年かけてつくるというのが今の

計画ですが、区では一挙に壊して一挙に

建てる計画についての検討をどのように

されたのか。そのときのコストの問題と

区民の利便性についてどう考えている

か。 

工期工程を短縮するためには、本庁舎機

能を継続して工事を行い、また、組織間

が相互に関連し、区民サービスを行って

いることからも、大規模なまとまった建

物が必要となります。これまで、行政・

民間を問わず、検討をしてきましたが、

該当する物件はなく、その時点で確保で

きている約８８０㎡の土地の使用ができ

る旨の条件でプロポーザルを実施しまし

た。 

 ご指摘いただいているとおり、基本設

計方針（案）におきましても、円滑に工

事を行うため、一定の仮庁舎や仮駐車場

用地を確保しましたが、引き続き活用で

きる用地等の確保を図っていくとしてお

ります。 

 現在地で機能を継続させながら、解体

と建設を繰り返すという、非常に難易度

の高い工事になりますが、引き続き３期

５年程度の工期を目標に、民間の技術も

活用しながら、工期短縮に向けて様々な

手法を検討していきます。 

２
０
０
（
区
民
） 

５ 工事工程について 

 説明会当日質問をさせていただきまし

たが、59 ヶ月の工期はあまりに長すぎま

す。区長は 9,000 ㎡の仮設建物を建てる

場所が見つからなかった、と言うことで

したが、全て１ヶ所に建てる必要は無い

のですから、この説明は説得力がありま

せん。 

 少なくとも、総合支所は別で良いし、

議会対応を除けば日常的に同じ場所で仕

事をしなければならない部署はそれほど

多いとは思えません。利用する側も本庁

舎内を何ヶ所も回ることは稀だと思われ

ます。 

 仮庁舎をある程度分散させること、統

廃合で必要なくなった小学校跡地の短期

的利用、教育委員会・保健所を別敷地に

新築整備するなどで、仮庁舎の確保は可

能と思われます。 

 工事期間中、中央の区道も閉鎖して一

挙に工事を行えば、工期が大幅に短縮さ

れ、区民の利便性が高まり、工事費の縮

減、近隣住民の工事中の迷惑減にもつな

がります。 

 仮設計画の再度の検討を要望いたしま

す。 

２
０
１
（
リ
ン
グ
） 

限られた予算と時間の中でより良いも

のにしていきたい。設計に時間とお金が

かかることがわかったが、議論に長い時

間をかけて設計が進まず、地震等の災害

時に間に合わなかった、ということがな

いようにしてほしい。 
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○今後の課題（４件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

２
０
２
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

いたる所にひび割れが見られ、災害時の

拠点として危ういので 1 日も早く庁舎整

備に着手していただきたい。 

本庁舎等については、２０２０年度（平

成３２年度）に工事着手できるよう取り

組み、３期５年程度の工事期間を目標に、

民間の技術も活用しながら、工期短縮に

向けて様々な手法を検討していきます。

区民の安全・安心を支える防災拠点であ

る本庁舎等をできる限り早期に竣工でき

るよう、取り組んでいきます。 

２
０
３
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

免震構造と既存建物の接合部がどのよう

になるのか示してほしい。 

 

 

 

 

 

免震構造と既存建物の接合部等、構造計

画の詳細については、区民会館整備方針

の策定と合わせ、今後、基本設計の中で

検討しお示しします。 

２
０
４
（
リ
ン
グ
） 

 

現在の建物の外観は東側と西側では全く

違ったものになっているが、1 階から 5

階までは現第一庁舎の外観デザインをベ

ースに統一感のあるものにしていただき

たい。 

 

頂いたご意見は、今後、基本設計を進め

る中で参考とさせていただきます。 

２
０
５
（
リ
ン
グ
） 

 

前川國男による現区庁舎の模型や、その

特質を解説する展示物を新しくできる 1

階ホワイエに展示していただきたい。で

きれば再生される区民会館のどん帳に大

沢画伯の絵を復活したものを作っていた

だきたい。 

頂いたご意見を参考に、今後、検討して

いきます。 
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○今後の進め方（４２件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

２
０
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

４ 今後の設計プランの公開およびヒア

リング等をどのように進めていくのか方

針を提示して欲しい。 

 

 

 

 

今後、９月上旬に基本設計（案）中間報

告を策定し、その内容について区ホーム

ページで公開するとともに、９月２２～

２４日には５地域で区民説明会を実施す

る予定です。その後も、設計の各段階で

「世田谷リング会議」「テーマ別ワークシ

ョップ」「情報発信の場（世田谷区本庁

舎・世田谷区民会館整備Ｉｎｆｏ－Ｂａ

（場））」により区民への情報提供、参加

を図っていきます。それぞれの方法によ

り取りまとめられた意見については、基

本設計ならびに、その後の実施設計等の

検討素材とします。 

 また、本庁舎等整備の情報については、

区のおしらせ、区ホームページ、ツイッ

ター、メールマガジン、エフエムせたが

や、「本庁舎等整備Ｎｅｗｓ」（チラシ）

を活用し、周知を図っております。 

今後とも、迅速かつ丁寧な広報に努めて

まいります。 

２
０
７
（
区
民
） 

今回の区民説明会が最後、どういうふう

に設計に反映されていくかが全くよくわ

からない。今後もこれだけの人数だけで

世田谷区民が全員理解したとは到底思え

ない。80 万人という人数を考えたら、何

十回も、百回ぐらいどこかで開かないと

全く意見を聞いたことにはならないので

はないか。 

２
０
８
（
区
民
） 

  1
1

 区民に知らせる努力をして欲しい。この

人数で説明をしたととらないで欲しい。 

 

 

 

２
０
９
（
近
隣
） 

区民意見について聴取するのはよいが、

設計案に反映されているのか。昨年の設

計者選定報告会で、会場の雰囲気が収ま

らない内に佐藤総合計画が引き上げるな

ど、不信感を持たせる対応があった。今

後は気をつけてほしい。 

２
１
０
（
区
民
） 

世田谷リング会議とかテーマ別ワークシ

ョップとかいろいろされていると思う

が、その始まる月に発表されても、行き

たい人は急に予定が立てられないし、も

うちょっと早く日程を発表してほしい。 

本庁舎等整備の情報については、区のお

しらせ、区ホームページ、ツイッター、

メールマガジン、エフエムせたがや、「本

庁舎等整備Ｎｅｗｓ」（チラシ）を活用し、

周知を図っております。 

今後とも、迅速かつ丁寧な広報に努め

てまいります。 

２
１
１
（
区
民
） 

専門家委員会を作って検討する（区長？）

と応えていたようですが、本当に委員会

を作ることを考えておられるのか教えて

ください。もし作るとなるといつ頃にな

るのか日時を教えてください。 

ご質問の趣旨に該当する発言はありませ

んでした。 
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２
１
２
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

④リンク会議に区民が参加することの手

続きなど早急に具体化してください。 

 

 

 

 

 

世田谷リング会議は、プロポーザルに

おいて、設計者が区民と設計プロセスを

共有する場として提案したもので、その

意図を踏まえ、設計を進める際に、区の

設計要件に基づき、設計者が作成するた

たき台を区民等と共有し、より良い設計

にするための意見交換の場として設置

し、区が、基本設計業務委託契約の中で、

その運営を佐藤総合計画に委託したもの

でございます。 

通常、施設計画においては、区が案を

作成し、説明会を実施してまいりますが、

今回、本庁舎等整備においては、区が案

をまとめる前の段階で、設計者が区民や

学識経験者の意見を聞くことを目的に

「世田谷リング会議」を運営しておりま

す。 

今後、７月２８日、１１月３日、１２

月２２日に開催を予定しています。詳細

な開催のお知らせ、また開催結果につい

ても適時公表していきます。 

リング会議での意見につきましては、

設計者が設計を進める際の参考とするだ

けでなく、区としても、プロポーザル時

の提案をよりよい設計につなげていくた

めの参考とさせていただき、責任を持っ

て区案をまとめてまいります。 

２
１
３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

リング会議に参加する区民を募集してい

ると聞きました。その件、Ｎｅｗｓに書

くなどもっと広報して下さい。 

 

 

 

 

２
１
４
（
リ
ン
グ
） 

 

本日は見学で青・赤線で配置が分かりま

した。 

⇒この前の区民の意見を聞いて欲しかっ

たです。 

⇒立体模型があり見学時に分かりやすく

なりました。 

 

 

２
１
５
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

第１回リング会議では、ほぼオリエンテ

ーションに時間を費やされた。リング会

議の形を明確にしたうえで、議論に費や

す時間を設定すべきである。 

 

 

２
１
６
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

第１回リング会議で配置計画、動線計画、

ブロックプランをテーマとしたが、配置

計画の前に建物のボリューム、高さ、出

入り等を決めてから配置計画を考えたほ

うがよいのではなかったか。 

 

 

２
１
７
（
リ
ン
グ
） 

リング会議へ防災専門の学識経験者が参

加しなくてもよいか。 
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２
１
８
（
リ
ン
グ
） 

 

リング会議の運営が形式主義的。現地見

学で様々な問題点が出た。傍聴席の意見

を制限すること、意味がない。区民の意

見を聞くのであれば４回の開催では不足

だと思う。丁寧にやらないと完成後に問

題を残す。 

２
１
９
（
リ
ン
グ
） 

 

委員から持参の資料の提供を可能にして

ください。例えばこんな！というような

写真など… 

 

２
２
０
（
リ
ン
グ
） 

 

会議：区も運営主体であってほしかった。 

 

２
２
１
（
リ
ン
グ
） 

 

相変わらずワークショップ形式の議論

（討論）になっていない。 

 

２
２
２
（
リ
ン
グ
） 

 

リング会議で出た意見をしっかり生かし

てほしい。そのためにどういうプロセス

をとるのか教えてほしい。 

 

２
２
３
（
リ
ン
グ
） 

 

今日出された意見が新庁舎に生かされる

様にして下さい。 

２
２
４
（
リ
ン
グ
） 

 

経験者および代表者は分かりますが区民

の委員が年寄り過ぎませんか？新しくな

って、落ちついて利用する世代がいない

気がして。 
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２
２
５
（
リ
ン
グ
） 

 

すでに地震対応は為されているのだか

ら、形ばかり区民の意見を聞いて拙速に

進めない方がいいと考えます。●●委員

の哲学、これからの方向では！これ、単

なるガス抜きの場にしないで欲しいで

す。 

２
２
６
（
リ
ン
グ
） 

 

区民意見をまとめてから設計者が開くリ

ング会議を行うのが筋ではないか。佐藤

総合計画は自費でリング会議を開くと、

プロポーザルの時に返答していたと思う

が何故、区から会議への委託料が支払わ

れるのか、おかしいではないか。区のご

都合主義で 410 億の税金を使うな。もっ

と区民の意見を聞く場を作れ。 

 

２
２
７
（
リ
ン
グ
） 

 

オープンな形で区民の意見を実施設計に

反映させるための「世田谷リング会議」

の取組みに敬意を表します。 

２
２
８
（
リ
ン
グ
） 

 

私自身、建築には詳しい訳ではありませ

んでしたが今回の現場視察はイメージが

しやすかったです。今後の自分の意見作

りの参考に致します。 

２
２
９
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

安全性に関する情報を共有しながら進め

てほしい。 

 

 

 

 

 

今後のリング会議の実施にあたっては、

いただいたご意見を運営者である株式会

社佐藤総合計画とも共有し、運営の参考

とさせていただき、分かりやすい説明に

努めていきます。 

２
３
０
（
リ
ン
グ
） 

 2
8
 

既存と新しいプランとの比較が、図面や

現場体験だけでは分かりづらい。今後は、

パース等も使用し、比較しながら検討で

きるとよい。 
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２
３
１
（
リ
ン
グ
） 

     

５ 

     

６ 

  

７ 

 

８ 

    

９ 

 1
0
 

1
1

 

 1
2
 

  1
3
 

  1
4
 

    1
5
 

      1
6
 

毎回の会議の議事録を次回の会議の開催

一ヶ月前までに全員にメールでお送りく

ださい。毎回前回の会議内容を参考に次

のステップに進めるためには重要と考え

ます。今後行われるワークショップの報

告も伝えてください。 

 

２
３
２
（
リ
ン
グ
） 

 

会議での討論の見える化を提案いたしま

す。例えば委員の意見に賛成の人に挙手

を求める、拍手を求める、あるいはよく

テレビ番組でやるように○×△等の表示

で上げさせるなどです。まったく委員の

反応が分からず奇妙な会議でした。 

 

２
３
３
（
リ
ン
グ
） 

 

旧庁舎と新庁舎の比較図を次回のワーク

ショップまでに用意してください。 

 

 

 

 

２
３
４
（
リ
ン
グ
） 

 

自己紹介の時間が長すぎましたね！30

分もとったから！ 

 

 

 

 

 

２
３
５
（
リ
ン
グ
） 

 
ピロティの高さなど係の人によって答え

方が異なっている部分があった。 

 

 

 

 

 

２
３
６
（
リ
ン
グ
） 

 

ＦＡＱなどを用意して、情報の共有レベ

ルを統一して無駄な時間を省きたい。 
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２
３
７
（
リ
ン
グ
） 

 

オブサーバーが意見を言いすぎ。その場

で言うのではなく文書で後日が良いので

は。 

 

 

 

２
３
８
（
リ
ン
グ
） 

 

会議室中央の模型は床面に置いた方が見

やすい。小さい方（縮尺の大きい方）の

それがカゲにならないようにして欲し

い。 

 

 

２
３
９
（
区
民
） 

今テープをはがした理由、テープをなぜ

はがしたか。 

 

 

 

広場は、各種イベントや観劇会、その他

の催し物での臨時駐輪場等、日頃から多

様な用途で使用されており、そうした催

し物の開催があり、対処させていただき

ました。 

２
４
０
（
区
民
） 

テープを剥がした理由が、催し物の邪魔

になるからとの返答だったが、どのよう

な催し物だったか。 

 

 

２
４
１
（
リ
ン
グ
） 

 

区民への 6/3 の基本設計方針案説明会で

区民から出た意見はその後の基本設計に

生かされるのか？または報告のみで終わ

るのか？説明会で出た区民からの意見は

積極的に取り上げてほしい。 

 

区民説明会については、設計の各段階で、

今回のように区としてまとめた考え方を

説明し、意見を集約するため開催してお

ります。取りまとめられたご意見につい

ては区としての考え方を明確にしたうえ

で公開し、基本設計ならびに、その後の

実施設計等の検討素材とします。 ２
４
２
（
区
民
） 

 

説明会でのアンケートはすべて公開する

こと。 

 

 

 

２
４
３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 
５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

Info-Ba（場）の平面的な図ではわかりに

くいです。報告会では時間が少なく模型

を良く見ることができませんでした。 

建物全体の模型の展示をお願いいたしま

す。 

 

 

Ｉｎｆｏ－Ｂａ（場）において、立体的

なイメージパース等をモニターに投影す

るなど、分かりやすい説明に努めていき

ます。 
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２
４
４
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

平面パネルではやはりイメージがつかみ

にくい。立体模型をぜひ展示していただ

きたい。 

 

 

 

 

２
４
５
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

③佐藤設計の模型の展示を第一庁舎ロビ

ーに設置して下さい。 

 

 

 

 

 

２
４
６
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

まわりの住民が納得するような建築物に

して下さい。 

 

 

 

 

 

近隣住民の皆さんには、設計の各段階で、

区民説明会とは別に、説明会を実施し、

ご意見等を伺っていきます。 

また、近隣住民の皆さんには今後とも、

本庁舎等整備 News を配布するととも

に、設計の各段階で、区民説明会とは別

に、説明会を実施し、丁寧に説明してま

いります。 ２
４
７
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

本庁舎建設について有識者の意見だけで

なく、近隣住民の意見も反映させてもら

いたい。区民会館側の保存、本当に意味

があるのか。庁舎が２棟、３棟に別れる

のはとても不便だ。今３庁舎に分かれて

いて、あっちこっちと用事を済ませるこ

とが多い。１棟で上下移動にすべき。 

区議会室の利用時間は短いのだから上層

階でなくてよい。上層階に Café や食堂

が欲しい。けやきの池もなくさないで欲

しい。 
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○その他（１１件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

２
４
８
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

本庁舎上部あるいは、一体化した形でマ

ンション（住宅）を期待する。豊島区の

ようなイメージ。 

 

豊島区では、再開発事業でマンションと

一体化した庁舎を建てていますが、世田

谷区の本庁舎等は住宅地の中にあり、用

途地域としての制限や日影規制等も踏ま

え、周辺環境に配慮しつつ、基本設計方

針（案）で示した考え方を元に、基本設

計を進めてまいります。 

２
４
９
（
区
民
） 

西側敷地に建つ庁舎が、隣地と一番接近

している部分の距離を教えてください。 

基本設計方針（案）においては、配置イ

メージですので、今後の基本設計の中で

詳細を明らかしていきます。 

２
５
０
（
区
民
） 

区議会も意見が違って、区民会館は要ら

ないということをずっと主張されてきて

いる。保坂区長は調査予算を計上したら、

区議会が潰したみたいなニュースも聞い

たりしたので、その辺の経緯はどういう

ことなのか。保坂区長の意見と区議会の

意見もまた違うようなので、その辺も本

当は区議会の議長さんとか、議会報告会、

そういうものをちゃんと開いてほしい。 

本庁舎等の整備については、平成１６年

から区議会定例会及び特別委員会で議論

がされてきました。平成２７年９月に、

現在の本庁舎等の特徴である中庭を囲む

開放的な配置（庁舎と区民会館とそれら

をつなぐ低層棟のピロティが中庭を囲む

空間）を継承することとして、区議会第

３回、第４回定例会でご議論をいただき

ましたが、景観や現庁舎の保存にこだわ

らず、機能やコスト、工事期間の短縮を

優先すべきとのご意見が多く出され、改

めて議論を深めることとした経緯があり

ます。その過程で区議会の議論を経て予

算の修正がありました。このため、これ

までの取組みを踏まえながらも、平成２

８年度前半に、区民、学識経験者の参画

を得て、幅広くオープンな議論を行い、

区民の皆さんにも広く周知し、参加と協

働により、平成２８年８月に基本構想素

案、平成２８年１１月に基本構想（案）

をとりまとめる運びとなりました。 

これらの経過もふまえ、今後とも、区民

に親しまれる安全・安心な魅力ある本庁

舎及び区民会館を整備するため、区民、

議会のご意見等を基本設計ならび、その

後の実施設計等の検討素材をしてまいり

ます。 
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２
５
１
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

柱のかげに３ツ４ツテーブル＆椅子数を

置いてサービスの心算のようですが、少

なからず○人は店に本等々に記入したい

場合ありと思う。ついては椅子にＡ４程

の小机を作り付けては如何か。ダベリン

グにせよ１卓３椅子を１人占する不条理

はなくなろうが。 

現在、ピロティ下に設置しているテーブ

ルについてのご意見かと思いますが、ご

意見については、新庁舎におけるテーブ

ル等の配置の参考とさせていただきま

す。 

２
５
２
（
区
民
） 

プロポーザル審査委員に、検討委員会会

議の内容を一番熟知している本庁舎等整

備基本構想検討委員会委員長を外した理

由はなぜか。 

 

 

 

今回の設計者選定にあたっては、現在の

本庁舎敷地内で解体、建設を繰り返す難

易度の高い工事となるため、施工面に関

しても、ノウハウを持ち、実現可能な設

計ができる設計者を選定する必要があり

ました。そのため、プロポーザルにおい

て、設計者の提案を公正かつ適切に判断

するため、建築のみならず施工計画や防

災、環境、ランドスケープなど、それぞ

れの専門的、技術的な知見を持った方に

委員になっていただきました。世田谷区

本庁舎等設計者審査委員会委員には、基

本構想検討委員会からの報告書をもとに

作成した基本構想の内容を十分ご理解い

ただき、選定にあたっては「公正で透明

性・公開性のある選定方法で設計者を選

定すること」、「優れた建築計画力、デザ

イン力、技術提案能力、業務遂行能力を

有する設計者を選定すること」、「『提案を

踏まえながら、人、組織を選ぶ』プロポ

ーザル方式とすること」の３つの点を基

本方針として定め、公平・公正にプロポ

ーザルを実施し、各設計者を審査してお

ります。 

２
５
３
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 
４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

本庁舎整備の現段階で思うこと 2017/12/21 

 

区庁舎整備の計画も進みつつあり、今後どのようなかたちに落ち着くか素人の一区

民としては測り兼ねますが、いずれにしても今ある間でも区庁舎をもっと大事にし

てほしいと思います。 

具体的に 2 例あげます。 

この数ヶ月の間に第一庁舎角の煙突のような塔の下部に「棒高跳び、走り高跳びの

人物と新記録のライン？」が書かれました。たぶんオリンピックとの関係と推察し

ますが。これは、「落書き」と変わらないと思います。子供に見せるのも恥ずかし

いと思いますがいかがでしょうか。 
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［本庁舎等整備以外に関するご意見：４件］ 

また、区民会館の外壁には駐輪場を示す張り紙が張られていました。また数年にわ

たる、補修の足跡はこの建物が粗末にされてきたことが一目瞭然の感があります。 

 

言うまでもなくこの世田谷区役庁舎は日本の近代建築、特に庁舎建築としても建築

史に残る文化遺産としての価値のある建物です。現在、前川國男の残した弘前、岡

山、神奈川等にある建築物は地方公共団体自らがその価値を認め貴重な文化財とし

て大切にしており、近年はそれらの建物をめぐるツーリズムも行われております。 

私たちが日本各地にある歴史的な神社仏閣などの建造物を今の時代にも見ること

ができるように、この区庁舎建築も日本近代の建築物として後世に残されてほしい

と願うばかりです。 

今の段階では、現庁舎は区民会館のみ残される案ですが、壊されてからでは間に合

わない。広場を含めてこの庁舎のたたずまいは「戦後日本の貴重な文化遺産である」

ことをふまえて落書き貼り紙等なくして、子供たちにも世田谷の誇れる文化、歴史

の一面を伝えてほしいと願います。 

２
５
４
（
イ
ン
フ
ォ
） 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

久しぶりに区役所に来て庁舎の塔にジャンプと棒高とびの記録の絵が書いてある

のに驚きました。この区庁舎は日本の誇る近代建築家の前川國男の設計になる文化

財に値する建物です。先日テレビで京都？の寺院の壁に落書があるとニュースにな

っていましたが、この区役所のスポーツ選手の絵もニュースになってもおかしくな

いものです。世田谷区の文化財に対する見識を疑われます。いくら区庁舎が古くな

って建替えるからといっても、この建物への区の扱いはおそまつで世田谷区民とし

てはずかしいです。ご一考お願いいたします。 


